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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

一
、
聖

人

の

略

伝

日
隆
聖
人
の
父
は
越
中
国
射
水
郡
浅
井
郷
の
城
主
桃
井
右
馬
頭
尚
儀
、
母
は
斯
波
義
将
の
女
益
子
、
至
徳
二
年

（
一祖
覇
八一
Ю
四
）
十
月
十

四
日
浅
井
の
城
中
に
生
れ
、
幼
名
を
長

一
九
と
い
つ
た
¨

応
永
二
年

（
一
二
九
五
）
十

一
才
に
し
て
同
国
の
遠
成
寺
の
慶
寿
院
を
師
と
し
て
出
家
得
度
、
僧
名
を
源
円
日
立
と
い
つ
た
。
同
九
年

十
八
才
に
し
て
上
洛
、
妙
本
寺
日
舞
上
人
の
門
に
入
り
、
商
来
同
山
に
於
け
る
先
輩
好
学
院
日
存
、
精
進
院
日
道
の
両
師
に
従
つ
て
台
当

両
家
の
法
門
を
伝
受
し
、
遂
に
霧
師
の
許
を
得
て

一
院
を
領
し
名
を
慶
林
院
日
隆
と
改
め
た
。
そ
れ
よ
り
終
日
党
夜
勤
加
精
進
し
て
終
に

台
当
両
宗
の
深
奥
を
得
た
と
い
う
実
に
天
機
秀
発
の
英
才
で
あ
つ
た
。

然
る
に
応
永
十
二
年

（
一
四
〇
五
）
十

一
月
四
日
二
十

一
才
の
時
師
僧
審
師
の
遷
化
に
遇
い
、
審
公
の
弟
子
具
覚
月
明
年
歯
僅
か
二
十

才
に
し
て
寺
主
を
襲
ぐ
に
及
ん
で
弥
々
専
横
に
し
て
化
儀
上
の
乱
行
甚
だ
し
く
、
而
も
化
法
上
の
教
義
に
於
て
は
彼
の
名
が
示

す
ご

と

く
、
本
述

一
致
述
門
正
意
の
実
相
を
主
張
し
て
宗
祖
所
弘
の
本
述
勝
劣
の
正
義
に
違
背
す
る
故
に
、
隆
師
は
存
道
二
師
を
首
め
と
し
て
二

十
余
名
の
寺
衆
と
共
に
彼
の
非
行
と
参
義
と
を
諌
め
た
け
れ
ど
も
頑
と
し
て
之
を
受
容
れ
ず
、
働
て
隆
師
は
妙
本
寺
を
出
で
て
諸
国
遊
学

の
旅
に
就
き
、
そ
れ
よ
り
十
年
の
間
山
門

・
三
井

・
南
都

・
高
野
等
を
遍
歴
し
て
大
い
に
諸
宗
の
義
を
修
得
し
て
妙
本
寺
に
帰
山
し
た
。

而
し
て
月
明
に
対
し
て
再
び
諌
言
を
提
し
た
が
月
明
の
執
情
は
い
よ
ノ
ヽ
堅
く
、
寺
主
な
る
の
権
威
を
以
て
隆
師
等
の
寺
内
居
住
を
停
止

し
た
の
で
、
止
む
を
得
ず
隆
師
は
妙
本
寺
を
退
出
、
像
師
室
に
籠
り
日
夜
不
退
の
学
業
と
布
教
に
勤
め
た
為
め
教
勢
い
よ
ノ
ヽ
挙
が
り
広

く
遠
近
男
女
の
帰
信
を
得
た
の
で
あ
る
。
月
明
密
か
に
こ
れ
を
聞
き
大
い
に
蹟
火
を
燃
し
隆
師
を
殺
害
せ
ん
と
企
て
、
洛
中
の
浪
人
六
名

を
し
て
或
る
夜
像
師
室
を
襲
撃
せ
し
め
た
。
そ
の
六
名
と
は
西
尾
宮
内
、
田
中
蔵
人
、
桜
井
彦
十
郎
、
尾
崎
伝
内
、
吉
川
勝
十
郎
、
水
野
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半
左
衛
門
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
隆
師
は
御
本
尊
の
か
か
れ
る
静
室
に
於
て
燈
下
机
に
椅
り
専
ら
御
書
を
拝
見
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
尊
容

実
に
気
高
く
何
も
の
に
も
警
へ
よ
う
な
く
、
妙
相
を

一
見
し
た
六
名
は
忽
ち
身
毛
堅
く
立
ち
遍
身
に
汗
を
流
し
、
覚
え
ず
し
て
各
々
刀
を

投
出
し
て
許
し
た
ま
え
と
平
身
低
頭
そ
の
罪
を
懺
悔
発
露
し
、
吉
川
、
水
野
の
両
名
は
即
座
に
弟
子
と
な
つ
て
実
隆
、
能
栄
と
名
の
り
、

他
の
四
人
は
隆
師
を
案
内
し
て
河
内
の
三
井
村
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
隆
師
こ
の
村
に
於
て
正
法
を
説
い
て
教
化
を
怠
ら
ず
、
忽
ち

一
村

挙
げ
て
帰
伏
し
て
精
舎
を
建
立
し
本
厳
寺
と
号
し
た
。
こ
れ
が
聖
人
の
戒
壇
建
立
の
最
初
で
あ
る
。
西
尾
等
の
四
人
は
こ
の
村
に
居
住
し

て
信
仰
を
怠
ら
ず
、
そ
の
子
孫
今
に
こ
の
村
に
て
妙
法
の
信
仰
を
続
け
て
い
る
。

応
永
二
十
七
年

（
一
四
二
〇
）
三
十
六
才
に
し
て
摂
津
国
尼
崎
に
赴
き
辰
己
の
浜
米
屋
治
郎
五
郎
宅
に
止
宿
し
て
教
化
開
道
、
こ
の
時

尼
崎
の
領
主
細
川
右
京
大
夫
満
元
の
婦
人
懐
妊
せ
る
折
か
ら
、
請
わ
れ
て
変
成
男
子
の
祈
蒔
を
修
し
所
願
の
如
く
福
徳
荘
厳

の
男

子
出

生
、
為
に
細
川
氏
は
本
門
の
信
仰
に
入
り
そ
の
布
施
と
し
て
本
興
寺
の
建
立
寄
進
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
翌
二
十
八
年
に
は
日
存
上
人
は

五
十
六
才
を
以
て
遷
化
し
、
同
二
十

一
年
に
は
日
道
上
人
が
四
十
二
才
を
以
て
示
寂
、
従
来
の
宗
義
の
共
同
研
究
が
こ
れ
よ
り
以
後
隆
師

の
独
修
研
鑽
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

同
二
十
三
年

（
一
四
二
六
）
に
は
郷
里
越
中
浅
井
に
帰
省
し
て
父
の
遺
跡
を
改
め
て
本
光
寺
と
な
し
、
そ
の
帰
洛
の
途
次
越
前
種
ケ
浜

に
化
を
垂
れ
て
村
民
の
疫
病
を
治
し
、
こ
こ
に
本
隆
寺
を
建
立
、　
つ
づ
い
て
角
鹿
の
真
言
宗
大
正
寺
を
改
宗
せ
し
め
て
本
勝
寺
と
な
し
、

寺
主
円
海
法
印
を
門
下
と
し
て
正
法
院
日
従
と
改
め
さ
せ
た
。
さ
き
に
洛
内
佛
光
寺
通
り
に
造
立
し
た
本
応
寺
は
其
後
月
明
の
為
に
破
却

せ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
三
条
西
洞
院
の
地
に
移
し
て
本
能
寺
と
改
称
、
こ
こ
に
至
つ
て
都
部
の
能
興
両
寺
は
比
翼
両
輪
の
本
山
と
な
つ

た
の
で
あ
る
。

当
時
日
蓮
法
華
宗
諸
本
寺
に
於
て
は
何
れ
も
中
古
天
台
の
理
本
覚
づ
り
の
僻
法
門
に
心
酔
し
て
い
た
為
め
、
台
当
述
本
の
差
異
勝
劣
明

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

ら
か
と
な
ら
ず
、
宗
祖
大
士
所
弘
の
本
門
の
正
法
地
に
堕
ち
ん
と
し
て
い
た
本
化
教
学
の
晦
冥
時
代
で
あ
つ
た
。
こ
の
故
に
隆
師
は
永
享

元
年

（
一
四
二
九
）
台
当
両
宗
の
違
目
を
判
じ
蓮
祖
の
正
義
を
記
し
て
、
こ
れ
を
洛
中
の
諸
山
は
も
と
よ
り
全
国
の
法
華
諸
山
に
回
達
せ

ら
れ
た
。
こ
れ
が
即
ち
後
に
補
正
さ
れ
て
四
帖
抄
即
ち

「
法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
」
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
披
見
し
て
か
永
享

七
年
２

四
二
五
）
に
は
駿
河
国
岡
宮
光
長
寺
よ
り
は
る
が
ヽ
日
朝
上
人
が
本
能
寺
を
訪
れ
、
隆
師
よ
り
綾
々
宗
祖
の
本
意
が
本
門
八
品
所

顕
の
上
行
要
付
の
要
法
に
あ
る
こ
と
を
聴
聞
し
て
大
い
に
感
涙
を
流
し
、
こ
の
正
義
を
東
国
に
弘
通
せ
ん
こ
と
を
誓
約
し
て
帰
山
し
た
。

十
三
間
答
抄
は
そ
の
後
朝
師
よ
り
送
り
来
つ
た
十
三
ケ
条
の
疑
間
に
応
じ
た
答
釈
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

同
十

一
年

（
一
四
二
九
）
隆
師
五
十
五
才
に
し
て
河
内
国
加
納
村
に
叔
父
斯
波
義
盛
を
訪
う
て
法
談
し
彼
を
信
伏
せ
し
め
て
法
華
寺
を

得
、
こ
こ
に
於
て
呪
願
し
て
清
水
を
出
し
て
村
民
を
し
て
飢
渇
病
苦
よ
り
脱
せ
し
め
、
同
年
泉
州
堺
に
顕
本
寺
を
創
建
し
て
弟
子
日
浄
を

開
祖
と
せ
ら
れ
た
。
寛
正
四
年
種
子
島
に
於
て
殉
教
し
た
定
源
院
日
典
上
人
は
も
と
こ
の
顕
本
寺
日
浄
師
に
よ
つ
て
本
門
に
改
帰
し
隆
聖

の
門
下
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
永
享
十
二
年
に
は
備
前
国
牛
窓
に
大
覚
大
僧
正
開
基
の
精
舎
を
得
て
本
蓮
寺
と
号
し
て
末
寺
と

ま
し
、
嘉
吉
二
年

（Ｆ
廻
畑
才二
）
に
同
じ
く
大
覚
大
僧
正
建
立
の
淡
路
島
釜
国
の
妙
勝
寺
を
妙
本
寺
よ
り
離
末
改
派
せ
し
め
て
末
寺
と
し
、

な
た
同
島
多
賀
法
相
宗
の
妙
京
寺
を
改
宗
せ
し
め
て
末
寺
と
し
た
の
で
あ
る
。
宝
徳
元
年

公
ヽ
悧
硼
れ
）
隆
師
西
国
弘
通
に
出
発
、
摂
津
兵

庫
に
久
遠
寺
を
、
備
中
に
本
隆
寺
を
、
讃
岐
に
本
妙
寺
を
得
て
正
法
広
布
の
根
拠
地
と
せ
ら
れ
た
。

同
二
年

（六一
悧
規
Ю
）
蓮
祖
御
真
筆
三
枚
継
の
大
本
尊
を
感
得
し
て
こ
れ
を
本
能
寺
に
奉
納
し
以
て
本
山
の
霊
宝
と
な
し
、
そ
の
翌
年
に

は

「
信
心
法
度
十
三
ケ
条
」
を
記
し
て
本
能
寺
日
信
上
人
の
許
に
送
り
、
法
華
信
徒
の
信
仰
の
儀
軌
を
定
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
十
余
年
の
永
き
に
亘
り
宛
も

一
日
の
如
く
寸
暇
を
惜
ん
で
研
究
に
布
教
に
挺
身
せ
ら
れ
、
今
方
に
頭
に
自
霜
を
い
た
だ

い
た
聖
僧

隆
師
は
晩
年
尼
崎
本
興
寺
内
に
勧
学
院
を
造
立
し
て
宗
門
子
弟
の
養
成
と
宗
義
撰
述
の
大
事
業
に
専
念
精
進
せ
ら
れ
た
。
そ
の
著
す
と
こ
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ろ
実
に
三
百
数
十
巻
、
そ
の
主
な
る
も
の
は
後
に
示
そ
う
。
隆
聖
は
寛
正
五
年

（卜
翻
ェ一
畑
一ι

一一月
二
十
五
日
本
興
寺
に
於
て
安
祥
と
も

て
非
滅
の
減
を
示
さ
れ
た
。
天
寿
正
に
八
十
で
あ
つ
た
。

二
、
聖
人
修
学

の
時
代
的
区
分

日
隆
聖
人
の
一
期
八
十
年
の
生
涯
中
、
修
学
研
鎖
の
期
間
は
、
応
永
二
年

（馘
級
に
舛
）
十

一
才
に
し
て
出
家
得
度
し
て
よ
り
、

「
三
大

部
略
大
意
抄
」
を
記
し
寛
る
康
正
三
年
七
十
三
才
に
至
る
ま
で
の
六
十
余
年
間
で
あ
る
。
今
之
を
初
中
後
各
約
二
十
年
間
に
三
分
し
て
大

体
三
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第

一
期
は
応
永
二
年

（十

一
才
）
の
得
度
以
来
、
応
永
二
十
二
年

（三
十

一
才
）
頃
、
叡
山

・
園
城

。
南
都

・
高
野
等
の
諸
山
遊
学
よ

り
妙
本
寺
に
帰
山
す
る
ま
で
の
約
二
十
年
間
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
修
養
時
代
と
し
、

第
二
期
は
隆
師
応
永
二
十
二
年
妙
本
寺
に
帰
山
し
た
が
月
明
と
本
述
勝
劣
の
問
題
に
て
相
容
れ
ず
間
も
な
く
同
寺
を
退
出
、
新
た
に
本

応
寺
を
建
立
し
て
こ
れ
を
布
教
所
と
し
、　
一
方
像
師
室
を
学
業
の
道
場
と
定
め
て
よ
り
、
永
享
七
年

（五
十

一
才
）
光
長
寺
の
本
果
院
の

朝
師
が
本
能
寺
に
隆
師
を
訪
問
し
て
互
に
宗
義
を
論
義
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
、
こ
れ
を
研
鎖
時
代
と
し
、

第
二
期
は
永
享
八
年

（五
十
二
才
）

「御
書
文
段
集
」
を
著
作
し
て
よ

，
り
、
康
正
三
年

（七
十
三
才
）
に
て

「
三
大
部
略
大
意
抄
」
を

記
述
し
寛
る
ま
で
の
約
二
十
年
間
、
こ
れ
を
著
述
時
代
と
す
る
。
今
こ
の
三
期
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

第

一
期
　
修
養
時
代
　
一一十
年
間
、

こ
れ
を
ま
た
前
後
二
期
に
分
て
は
、
前
期
は
応
永
二
年

（十

一
才
）
の
出
家
得
度
よ
り
同
十
二
年

（
二
十

一
才
）
師
僧
妙
本
寺
日
露
上

人
の
遷
化
に
至
る
十
年
間
で
、
こ
れ
を
諸
書
修
習
時
代
と
し
、
後
期
は
春
公
遷
化
後
、
そ
の
上
足
具
覚
月
明
が
妙
本
寺
を
董
し
て
よ
り
、

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

諸
山
遊
学
に
出
で
山
門
、
寺
門
、
南
都
、
高
野
等
の
諸
宗
の
本
山
を
巡
歴
、
諸
宗
の
学
問
を
修
得
し
て
妙
本
寺
に
帰
山
す
る
ま
で
の
十
年

間
で
、
こ
れ
を
諸
宗
勉
学
時
代
と
す
る
。
即
ち

前
期
　
諸
書
修
習
時
代
　
約
十
年
間

応
永
二
年
隆
師
十

一
才
に
し
て
生
国
越
中
の
遠
成
寺
に
入
り
、
慶
寿
院
を
師
と
し
て
剃
髪
出
家
以
来
、
同
九
年
十
八
才
に
し
て
上
洛
妙

本
寺
日
露
上
人
の
門
に
入
つ
て
師
事
し
、
同
十
二
年
十

一
月
四
日
露
上
人
遷
化
に
至
る
十
年
間
は
、
得
度
の
師
た
る
慶
寿
院
や
、
妙
本
寺

に
於
て
は
先
輩
た
る
日
存

◆
日
道
指
導
の
下
に
当
時
の
得
度
者
の
所
定
の
学
業
た
る
法
華
経
二
部
の
読
誦
は
勿
論
の
こ
と
、
宗
祖
日
蓮
大

士
御
書
及
び
天
台
三
大
部
本
末
の
通
読
解
義
並
に
そ
の
他
外
典
外
道
の
経
書
、
詩
書
等
を
修
習
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
期
に
於
け
る

隆
師
の
学
問
は
専
ら
或
従
智
識
の
受
動
的
学
問
で
あ
つ
て
未
だ
自
主
的
な
本
格
の
研
究
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

後
期
　
諸
宗
勉
学
時
代
　
十
年
間

日
審
上
人
遷
化
後
、
そ
の
資
具
覚
月
明
が
妙
本
寺
貫
主
に
就
任
、
間
も
な
く
、
存

・
道

・
隆
三
師
と
月
明
と
の
間
に
本
述

一
異
の
論
評

が
起
り
、
月
明
は
本
述

一
致
の
邪
義
を
固
執
し
、
三
師
は
宗
祖
の
本
意
た
る
本
述
勝
劣
を
堅
持
し
て
譲
ら
ず
、

「師
猶
お
当
宗
の
奥
蔵
を

究
め
、
惨
解
の
異
執
を
乱
さ
ん
と
欲
し
て
、
経
文

・
本
疏

・
御
書
の
淵
底
を
探
究
し
、
兼
ね
て
又
諸
宗
の
所
定
を
極
め
ん
が
為
に
」

（寛

記
）、
妙
本
寺
を
出
で
て
山
門

・
寺
門

・
南
都

・
高
野
等
を
遍
歴
遊
学
し
、
十
年
間
を
費
し
た
応
永
二
十
二
年
Ｔ
一十

一
才
）頃
修
学
の
功
成

つ
て
帰
山
せ
ら
れ
た
。
そ
の
間
叡
山

・
園
城
寺
に
於
て
は
日
本
天
台
の
宗
祖
伝
教
大
師
の
著
筆
を
始
め
、
慈
覚

・
智
証

・
安
然

・
慧
心

・

檀
那
等
名
匠
の
諸
書
は
も
と
よ
り
中
古
の
観
心
偏
重
主
義
の
天
台
教
学
を
、
南
都
に
あ
つ
て
は
法
相

・
三
論

・
華
厳
の
大
乗
諸
宗
よ
り
小

乗
三
宗
の
教
義
を
、
高
野
に
至
つ
て
は
弘
法
大
師
並
に
覚
錢
等
の
所
立
に
つ
い
て
研
究
し
、
こ
れ
を
わ
が
宗
祖
大
士
の
指
南
に
照
合
し
て

ぎ
宗
の
立
場
よ
り
批
判
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
彼
等
が
実
際
上
布
教
に
学
問
に
従
事
し
て
い
る
状
態
を
見
聞
し
た
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
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尚
こ
の
間
に
三
師
が
越
後
本
成
寺
に
日
陣
和
尚
を
訪
ね
て
本
述
問
題
に
つ
い
て
委
細
こ
れ
を
質
し
陣
師
の
教
誨
を
受
け
て
い
る
。
妙
蓮
寺

日
忠
上
人
へ
送
ら
れ
た
本
能
寺
日
学
師
の
書
物
に
ょ
れ
ば
、
前
後
二
回
訪
問
さ
れ
、
第

一
回
は
存

・
道
二
師
に
随
伴
訪
問
し
、
第
二
回
目

は
隆
師
は
随
伴
せ
ず
存

・
道
二
師
が
訪
問
さ
れ
た
よ
う
に
受
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
禅
寺
日
求
師
の

「童
壕
懐
覧
集
」

兌
一
麓
九
）
に

こ
ち
ら
の
誓
状
な
ど
を
挙
ぐ
る
の
を
見
れ
ば
、
応
永
十
七
年
の
四
月
に
は
道

・
隆
の
二
師
が
、
六
月
に
は
存

・
隆
の
二
師
が
、
及
び
十
二

月
に
は
道
師
が
、
都
合
三
回
訪
問
さ
れ
た
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
誓
状
に
は
存
師
を
日
選
、
道
師
を
日
善
と
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
誓
状
の
中
応
永
十
七
年
十
二
月
二
十
三
日
付
の
日
善
提
出
の
起
請
文
は
実
は
道
師
が
実
際
に
越
後
ま
で
行
か
ず
に
京
都
本
禅
寺

の
方
へ
提
出
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
れ
と
も
彼
の
山
で
偽
作
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
故
に
日
学
書
状
で
は
二
回
訪
間
の
こ

と
を
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
何
れ
も
同
書
状
に
は
記
し
て
い
な
い
が
、
従
来
の
日
隆
聖
人
伝
記
に
も
応
永
十
七
年
と

な
つ
て
い
て
、
日
求
の
記
載
と

一
致
し
て
い
る
。
応
永
十
七
年
と
い
え
ば
存
師

（に
和
翡
蹴
，こ

が
四
十
五
才
、
道
師

（に
わ
時
）
が
二
十
八

才
、
隆
師
が
二
十
六
才
で
あ
つ
て
、
存
師
は
方
に
分
別
ざ
か
り
、
道

・
隆
二
師
は
狡
猾
な
月
明
の
迷
執
を
破
せ
ず
ん
ば
止
ま
ず
と
い
う
実

に
意
気
軒
昂
の
青
年
僧
で
あ
つ
た
。
隆
師
は
先
輩
た
る
存

・
道
二
師
に
随
つ
て
度
々
月
明
の
本
述

一
致
の
邪
執
を
札
明
し
た
が
、
彼
が
執

情
は
い
よ
ノ
ヽ
固
く
し
て
容
易
に
遣
蕩
す
べ
く
も
な
く
、
遂
に
意
を
決
し
て
本
述

一
異
の
中
何
れ
が
正
な
る
か
を
確
定
せ
ん
が
為
に
、
越

後
に
赴
い
て
日
陣
和
尚
に
そ
の
決
を
請
う
た
の
で
あ
る
。

陣
師
は
衆
知
の
如
く
既
に
本
国
寺
日
伝

・
日
聰
と
本
述
問
題
で
評
論
し
、
本
国
寺
側
の
本
述

一
致
論
に
対
し
て
、
本
述
実
相
不
同
を
主

張
し
て
陣

ｏ
聰
の
一
致
論
を
破
し
た
当
時
の
勝
劣
派
の
膳
将
で
あ
つ
た
。
応
永
十

一
年
十
月
二
日
本
国
寺
日
聰
が
陣
師
に
対
し
て

「
五
十

五
ケ
条
之
難
状
」
を
越
後
本
成
寺
に
送
り
、
之
に
対
し
て
陣
師
は
そ
の
翌
年
即
ち
同
十
二
年
五
月
二
日
に

「本
述
同
異
決
」
を
著
し
て
こ

れ
を
破
し
て
い
る
か
ら
、
陣
伝
間
答
、
陣
聰
請
論
は
ま
だ
年
も
浅
く
、
恐
ら
く
洛
中
法
華
諸
山
の
間
に
大
い
に
話
題
に
な
つ
て
い
た
に
相

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

―- 33 -―



日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

違
な
い
。
故
に
三
師
が
陣
師
を
訪
問
し
て
そ
の
教
を
訪
う
た
の
で
あ
る
。

陣
師
は
京
洛
よ
り
は
る
だ
ヽ
訪
ね
て
来
た
求
法
者
に
対
し
て
、
感
懃
に
本
述
勝
劣
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
、
御
書
を
始
め
天
台
三
大
部
本

末
を
引
用
し
て
綾
々
説
明
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
三
師
は
こ
の
法
門
を
聴
聞
し
て
始
め
て
宗
門
の
枢
鍵
を
把
握
し
非
常
に
喜
ん
で
帰
洛
し
て

再
び
研
究
に
従
事
、
そ
の
後
ま
た
研
究
の
成
果
を
数
通
の
文
言
に
撰
写
し
て
以
て
存

・
道
二
師
が
再
度
陣
公
を
訪
間
、
こ
れ
が
閲
覧
を
請

い
、
陣
公
よ
り
絶
大
の
称
讃
を
以
て
帰
山
、
そ
れ
よ
り
い
よ
ノ
ヽ
寝
食
を
忘
れ
て
宗
義
の
研
鑽
に
努
め
た
の
で
あ
る
。　
三
師
の
越
後

訪

・間
、
陣
師
と
の
応
酬
の
内
容
は
ま
た
後
に
述
べ
よ
う
。

さ
て
こ
の
第

一
期
中
後
期
の
十
年
間
は
当
家
の
本
述
問
題
を
純
明
し
、
そ
れ
と
同
時
に
天
台
学
並
に
法
相

・
三
論

・
華
厳

・
真
言

・
律

等
の
諸
宗
教
学
を
も
修
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
体
隆
師
の
本
宗
教
義
及
び
・天
台
学
並
に
諸
宗
の
教
義
に
対
す
る
自
主
的
研
究
が
始
ま
つ

た
の
は
、
応
永
十
二
年

（
二隆
『
才
）
審
公
の
遷
化
後
月
明
が
貫
主
の
狙
座
を
軒
い
だ
頃
か
ら
で
、　
こ
れ
は
全
く
月
明
と
の
本
述
論
戦
が
動

機
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
期
　
研
鎖
時
代
　
一一十
年
間

こ
の
第
二
期
二
十
年
間
を
前
後
二
期
に
分
て
ば
、
前
期
は
応
永
二
十
二
年

（二
十

一
才
）
本
応
寺
を
建
立
、
像
師
室
を
学
業
道
場
と
定

め
て
よ
り
、
同
二
十
八
年
に
存
師
遷
化
し
、
同
二
十

一
年
に
道
師
示
寂
せ
ら
れ
る
ま
で
の
約
十
年
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
共
同
研
鎖
時
代
と

し
、
後
期
は
存

・
道
両
師
の
寂
後
応
永
二
十
三
年

（四
十
二
才
）
郷
里
越
中
浅
井
郷
に
帰
省
し
父
の
遺
跡
を
改
め
て
本
光
寺
と
為
し
、
次

い
で
そ
の
帰
洛
の
途
次
、
越
前
種
ケ
浜
に
て
本
隆
寺
を
建
さ
れ
た
頃
よ
り
、
永
享
七
年

（
五
十

一
才
）
本
果
院
日
朝
上
人
が
本
能
寺
に
隆

師
を
訪
問
せ
ら
れ
る
ま
で
の
十
年
間
、
こ
れ
を
独
自
研
鎖
時
代
と
す
る
。

前
期
　
共
同
研
鎖
時
代
　
約
十
年
間
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応
永
二
十
二
年
諸
山
遊
学
か
ら
妙
本
寺
に
帰
山
し
た
隆
師
は
ま
た
も
や
月
明
の
化
儀
の
乱
行
を
諌
め
る
と
同
時
に
、
本
述
問
題
に
つ
い

て

一
致
の
修
解
を
純
明
し
、
宗
祖
の
所
弘
、
道
統
の
規
模
が
本
述
勝
劣
に
あ
る
こ
と
を
強
硬
に
主
張
し
た
が
、
彼
の
執
情
は
い
よ
′
ヽ
固

く
て
永
解
せ
ず
、
働
て
止
む
を
得
ず
旧
師
の
寺
を
出
で
て
、
日
像
聖
人
上
洛
建
立
の
根
本
道
場
た
る
像
師
室
に
入
り
、
而
し
て
門
流
の
章

疏
に
拠
つ
て
専
門
的
宗
義
に
対
す
る
献
身
的
研
究
が
始
め
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
像
師
室
の
復
興
と
、
ま
た

一
方
本
門
妙
法
弘
通
の
道
場

と
し
て
本
応
寺
を
創
立
し
、
興
学
と
弘
通
と
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
た
。
像
師
室
に
移
つ
て
か
ら
の
三
師
の
宗
義
に
対
す
る
共
同
研
究
は
文

字
通
り
夜
を
日
に
継
い
で
の
精
進
ぶ
り
で
あ
つ
た
こ
と
が
、

「
妙
蓮
寺
内
証
相
承
血
脈
次
第
」
や
妙
蓮
寺
日
忠
師
へ
宛
て
た
日
学
書
状
に

よ
つ
て
窺
わ
れ
る
。

「妙
蓮
寺
血
脈
次
第
」
に

右
当
妙
蓮
寺
弘
通
利
生
の
法
則
は
先
代
未
間
の
秀
美
、
正
像
未
弘
の
玄
旨
な
り
。
所
以
に
其
の
源
を
尋
ぬ
る
に
、
日
存

・
日
道
の
功
用

に
非
る
こ
と
莫
し
。
既
に
二
十
年
に
及
び
て
東
西
に
馳
走
し
南
北
に
往
詣
し
て
此
を
尋
ね
之
を
求
む
。
然
し
て
像
師
の
室
に
還
つ
て
求

法
の
誓
約
を
起
し
門
流
の
章
疏
を
拝
し
奉
る
。

と
あ
る
。

存

ｏ
道
二
師
は
相
当
の
宗
学
者
で
あ
つ
て
、　
当
時

一
般
の
諸
法
華
宗
が

「習
損
い
の
天
台
宗
」

（坤
舗
）
の
教
義
に
か
ぶ
れ
て

い
た
の
を

一
々
こ
れ
純
明
し
て
、
宗
祖
日
蓮
大
士

・
帝
都
開
導
日
像
聖
人
所
弘
の
正
義
を
聞
揚
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
隆
師
が
日
存
聖

人
の
こ
と
を
記
し
て

伝
燈
を
当
時
の
師
檀
に
移
し
、
諸
御
抄
の
淵
底
を
顕
し
、
玄
文
止
の
教
観
を
究
む
。
広
博
の
章
疏
は
先
代
に
超
え
、
綱
目
の
玄
理
は
諸

宗
に
勝
る
。　
一
一
の
法
門
に
信
謗
を
分
ち
並
に
本
門
三
大
秘
法
の
源
底
に
文
義
を
極
め
ん
や
。
若
し
此
の
如
き
智
者
在
ら
ば
惟
れ
天
機

秀
発
の
師
、
自
悟
発
明
の
智
者
な
り
。
此
を
仰
い
で
指
南
と
為
す
べ
し
。
…
…
…
幸
な
る
哉
、　
生
を
末
代
に
受
け
本
地
の
妙
文

に
値

う
。
如
来
殊
に

一
道
を
示
し
た
も
う
、
依
法
不
依
人
是
れ
な
り
。
天
帝
は
畜
を
拝
し
て
師
と
為
す
、
其
の
人
は
仁
た
ら
ず
と
雖
も
是
れ

目
隆
璽
人
教
学
の
序
読
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

は
畜
類
に
あ
ら
ず
、其
の
名
を
日
存
と
号
す
。
年
少
の
古
よ
り
最
大
の
終
り
に
至
る
ま
で
、自
門
の
学
業
を
勧
め
門
徒
の
弘
法
を
興
す
。

遠
近
不
同
な
り
と
雖
も
当
時
の
学
人
其
の
恩
を
承
け
ざ
る
は
莫
し
。

（妙
蓮
寺
血
脈
）

と
て
、
存
師
の
偉
大
な
る
こ
と
を
称
歎
し
て
い
る
。
「遠
近
不
同
な
り
と
雖
も
当
時
の
学
人
其
の
恩
を
承
け
ざ
る
は
莫
し
‐百

い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
宗
義
研
究
の
学
問
所
た
る
像
師
室
に
は
遠
近
四
来
の
学
生
が
雲
集
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
次
に
日
道
師
を
讃
え
て

働
て
日
道
坊
室
を
弘
法
の
道
場
と
成
さ
ん
と
し
て
数
年
を
送
る
。
そ
れ
よ
り
己
来
妙
蓮
寺
の
再
興
は
其
の
功
単
に
誰
人
に
在
る
や
。
既

に
身
命
を
軽
ん
じ
財
宝
を
捨
つ
。
死
身
弘
法
の
功
豊
今
に
朽
ち
ん
や
。

と
あ
る
。
像
師
室
を
妙
蓮
寺
と
改
称
昇
格
せ
し
め
た
の
は
存

・
道
二
師
の
功
で
あ
る
。
こ
の
身
命
財
を
犠
牲
に
し
て
研
究
と
布
教
に
精
進

さ
れ
た
存

・
道
二
師
よ
り
隆
師
は
宗
義
の
奥
蔵
を
稟
け
た
の
で
あ
る
。
即
ち

尼
崎
本
興
寺
元
祖
日
存

ｏ
日
道
、
二
十
年
に
及
び
諸
流
を
伺
い
諸
御
抄
を
拝
し
奉
る
。
愚
老

に
至

つ
て
両
師
の
業
を
汲
ん
で
二
十
余

年
、
恐
ら
く
は
御
書

ｏ
本
書
の
淵
底
を
明
む
る
ニ
ム。

（五
帖
抄

一
）

此
の
法
門
は
日
存

・
日
道
師
弟
よ
り
日
隆
相
承
申
す
御
法
門
な
り
。
諸
御
抄
殊
に
観
心
本
尊
抄
。
開
目
抄
の
一
大
事
な
り
。
（弘
経
抄
八

０
‐
雄
∝
一八）

等
と
あ
り
、
隆
師
の
著
述
の
随
処
に

「
日
存
聖
人
仰
せ
に
云
く
」、

「
日
道
仰
せ
云
く
」、

「
両
師
仰
せ
に
云
く
」、

「
両
師
御
口
伝
に
云

く
」
等
と
あ
る
の
で
あ
る
。

此
の
如
き
行
学
兼
備
の
両
師
も
惜
し
哉
相
継

い
で
遷
化
さ
れ
た
。
存
師
は
応
永
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
五
十
三
才
を
以
て
示
寂
、
こ

れ
は
尼
崎
本
興
寺
建
立
に
着
手
し
た
翌
年
で
あ
る
。
道
師
は
同
三
十

一
年
二
月
二
十
七
日
、
四
十
二
才
を
以
て
遷
化
さ
れ
た
。
隆
師
の
愁

傷
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
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後
期
　
独
自
研
鑽
時
代
　
十
年
間

日
存

・
日
道
両
師
の
寂
後
、
日
隆
聖
人
は
い
よ
′
ヽ
独
力
を
以
て
布
教
と
学
問
に
精
進
す
べ
く
、
道
師
示
寂
の
翌
々
年
即
ち
応
永
二
十

二
年

（
一
四
二
六
）
の
春
郷
里
越
中
国
浅
井
郷
島
村
に
帰
省
し
て
祖
先
の
霊
廟
に
本
興
寺
建
立
、
存

・
道
二
師
の
遷
化
を
報
告
す
る
と
共

に
、
今
後
の
興
学
布
教
の
こ
と
を
祈
願
、
そ
の
帰
洛
の
途
次
種
ケ
浜
に
本
隆
寺
を
建
立
し
、
角
鹿
に
大
正
寺
を
帰
伏
し
て
本
勝
寺
を
得
、

帰
洛
す
る
や
さ
き
に
月
明
に
よ
つ
て
破
却
せ
ら
れ
た
本
応
寺
を
復
興
す
べ
く
努
力
し
、
永
享
元
年
に
仮
堂
を
作
成
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
数

年
を
経
て
六
角
大
宮
の
地
に
大
本
堂
を
建
立
し
寺
観
を
整
え
て
本
能
寺
と
改
称
し
、
こ
こ
に
始
め
て
能
興
両
山
を
布
教

・
興
学
の
根
本
道

場
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
都
部
の
両
山
を
得
た
隆
師
は
予
ね
て
考
慮
し
て
い
た
通
り
、
天
台
宗
と
当
宗
と
の
相
違
を
判
別
し
て
宗
内
諸

門
流
の
中
古
天
台
心
酔
の
蒙
を
啓
く
べ
く

一
書
を
洛
中
の
諸
山
は
も
と
よ
り
東
国
の
法
華
宗
諸
山
に
回
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
に

於
け
る
門
下
諸
山
の
教
学
は
殆
ん
ど
中
古
天
台
の
理
本
覚
法
門
を
奉
じ
て
本
述
の
一
致
勝
劣
を
争
つ
て
い
て
、
還
つ
て
我
が
宗
祖
日
蓮
大

聖
人
本
意
の
事
の
本
述
、
本
述
勝
劣
の
真
義
を
知
ら
ざ
る
状
態
で
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
隆
師
は
所
期
の
如
く
存

・
道
二
師
よ
り
稟
承
し
た
宗

祖
大
士
の
本
懐
、
日
像
聖
人
相
伝
の
事
の
本
述
、
総
別
能
所
の
本
迩
、
そ
の
本
門
と
は
本
門
八
品
の
こ
と
、
本
門
八
品
は
滅
後
末
法
為
正

の
上
行
要
付
の
要
法
を
顕
説
す
る
こ
と
、
そ
の
要
法
は
万
法
総
在
と
し
て
末
法
衆
生
の
信
行
の
対
象
な
る
こ
と
等
を
発
表
せ
ら
れ
た
の
で

あ
つ
た
。
故
に
此
の
と
き
の
回
達
さ
れ
た

一
書
は
い
わ
ば
法
華
宗
再
興
の

一
大
宣
言
書
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
後
に
修
正
増
補
さ
れ
て

「法

華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
」
即
ち
四
帖
抄
と
な
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
回
達
書
は
心
あ
る
諸
山
の
学
匠
に
大
な
る

影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
富
士
大
石
寺
第
九
世
日
有
師
の
如
き
は
こ
の
書
に
よ
つ
て
本
門
八
品
本
因
下
種
の
義
を
主
張
す
る
に

至
り
、
ま
た
駿
河
岡
宮
光
長
寺
の
学
頭
本
果
院
日
朝
師
は
之
を
読
ん
で
感
激
し
本
能
寺
訪
間
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
日
朝
上
人
永
享
七
年

本
能
寺
に
日
隆
聖
人
を
訪
ね
て
、
教
判
、
要
法
、
下
種
、
顕
本
等
の
諸
義
に
つ
い
て
疑
間
を
出
し
、
隆
師

一
々
蘊
蓄
を
傾
け
て
諄
々
と
応

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

釈
し
、
之
を
聴
間
し
た
朝
師
は
従
来
の
疑
惑
も
す
つ
か
り
氷
解
し
て
歓
喜
踊
躍
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
そ
の
質
疑
応
答
の
内

容
を
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
。
こ
の
時
朝
師
は
隆
師
に
対
し
て
自
ら
が
聴
問
し
た
本
勝
述
劣
の
宗
義
、
本

門
八
品
上
行
要
付
の
宗
旨
を
現
当
二
世
の
為
に
記
述
し
置
か
れ
ん
こ
と
を
頻
り
に
歎
願
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
真
摯
な
欲
求
が

一
つ

の
動
機
と
な
つ
て
、
次
期
の
著
作
事
業
が
起
つ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
二
期
　
著
作
時
代
　
約
二
十
年
間

こ
の
期
は
前
言
し
た
如
く
永
享
八
年

（五
十
二
才
）

「御
書
文
段
集
」

六
巻
を
述
作
し
始
め
て
よ
り
、
康
正
三
年

（七
十
三
才
）
に

「開
述
顕
本
三
大
部
略
大
意
抄
」
十
七
巻
を
記
述
し
寛
る
約
二
十
年
間
で
あ
る
。

齢
既
に
五
十
を
超
え
た
日
隆
聖
人
は
、
日
像
聖
人
以
来
相
伝
し
来
れ
る
、
殊
に
存

・
道
二
師
よ
り
稟
承
せ
る
宗
祖
出
世
の
本
懐
た
る
真

正
教
義
を
、
後
代
に
遺
さ
ん
が
為
に
老
躯
に
鞭
打
つ
て
鋭
意
著
述
に
従
事
せ
ら
れ
た
。
こ
の
間
に
述
作
せ
る
と
こ
ろ
古
来
三
千
余
帖
と
称

せ
ら
れ
る
程
の
大
部
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
数
は
三
百
数
十
巻
、
隆
師
と
同
時
代
の
後
輩
た
る
身
延
の
行
学
院
日
朝
師
も
こ
れ
に
劣
ら

ざ
る
多
数
の
著
述
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
に
は
宗
義
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
台
学
に
関
す
る
も
の
を
始
め
、　
一
般
佛
教
ま
た
は

各
宗
に
関
す
る
も
の
が
相
当
多
い
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
三
百
数
十
巻
の
著
作
全
部
が
我
が
宗
義
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
隆
師

は
佛
教
全
般
に
関
す
る
博
学
を
以
て
す
る
よ
り
も
、我
が
信
仰
を
獲
得
し
樹
立
せ
ん
が
為
の
信
仰
的
な
実
質
主
義
の
学
者
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
世
の
佛
教
学
者
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
真
摯
な
求
道
者
弘
通
者
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
師
は
徹
頭
徹
尾
広
学
多
間
を
去
つ
て
要
学
を
目
標
と

し
た
の
で
あ
る
。
而
も
行
学
朝
師
の
宗
学
上
の
思
想
の
如
き
は
当
時
流
行
の
中
古
天
台
の
観
心
主
義
の
影
響
を
受
け
た
本
述
未
分
の
法
体

論
、
無
作
本
覚
の
理
成
顕
本
論
で
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
隆
師
の
著
述
の
す
べ
て
は
宗
祖
の
本
懐
た
る
本
述
勝
劣
の
教
判
よ
り
出
で
て
、

久
遠
成
道
の
事
成
顕
本
論
、
滅
後
為
正
の
上
行
要
付
論
、
末
法
相
応
の
信
行
観
等
の
宗
義
を
叙
説
す
る
に
専
ら
で
あ
つ
て
、
見
も
当
時
の
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習
損
い
の
中
古
天
台
思
想
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
以
て
当
時
の
中
古
天
台
心
酔
の
諸
法
華
宗
諸
山
の
教
学
の
捨
邪
帰
正
を
期
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
本
化
教
学
の
秀
美
、
末
代
群
類
救
済
の
秘
述
で
あ
る
。

こ
の
第
二
期
二
十
年
間
を
前
後
各
十
年
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。

前
期
　
兼
修
著
作
時
代
　
約
十
年
間

こ
の
期
は
永
享
八
年

（五
十
二
才
）

「御
書
文
段
集
」
を
著
し
始
め
て
よ
り
、
弘
経
抄
撰
述
に
着
手
せ
ら
れ
る
前
年
即
ち
文
安

三
年

（六
十
二
才
）頃
ま
で
の
約
十
年
間
で
、
こ
の
間
は
聖
人
外
に
出
で
て
は
大
い
に
教
線
を
布
き
、
河
内
国
加
納
に
法
華
寺
、
泉
州
堺
に
顕
本

寺
（、水
聾
廿
五一
杵
）
ヽ
備
前
牛
窓
に
本
蓮
寺
（
銅
廿
一′ヽ一舞
Ｙ

淡
路
釜
口
に
妙
勝
寺
、
同
国
多
賀
に
妙
京
寺

（疇
倍
に
杵
）
等
諸
国
に
寺
院
を
建
立

ま
た
は
帰
正
し
て
末
寺
と
な
し
、
以
て
教
団
の
基
礎
を
樹
立
せ
ら
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
布
教
の
合
間
々
々
内
に
あ
つ
て
能
く
諸
著
の
述
作

に
従
事
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
対
外
布
教
に
諸
種
の
著
作
を
兼
修
せ
ら
れ
た
故
に
之
を
兼
修
著
作
時
代
と
す
る
。
こ
の
間
に
著
す
と

こ
ろ
「御
書
文
段
集
，」の
外
に
名
目
見
間
、
十
三
間
答
抄
、
六
即
私
記
、
私
新
抄
、　
一
帖
抄
、
玄
義

一
部
見
間
、
玄
義
要
文
、
当
家
要
伝
、

玄
文
止
並
諸
御
書
出
所
、
四
帖
抄
等
多
数
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
述
は
後
期
の
弘
経
抄
、
宗
要
集
、
三
大
部
略
大
意
抄
等
大
部
の
重
要
著

書
の
前
方
便
的
底
本
で
あ
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

後
期
　
正
修
著
作
時
代
　
約
十
年
間

こ
の
期
は
文
安
四
年

（六
十
三
才
）
の
頃

「本
門
弘
経
抄
」
を
著
作
し
始
め
ら
れ
る
時
よ
り
、
康
正
三
年

（七
十
三
才
）

「
開
述
顕
本

三
大
部
略
大
意
抄
」
を
記
述
し
寛
る
約
十
年
間
で
、
宝
徳
元
年

（六
十
五
才
）
に
は
西
国
弘
道
に
出
で
摂
津
兵
庫
に
久
遠
寺
、
備
中
に
本

隆
寺
、
讃
岐
に
本
妙
寺
等
を
建
立
し
て

一
時
的
に
は
対
外
伝
導
に
出
で
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
余
は
殆
ん
ど
外
に
出
で
ず
尼
崎
本
興
寺
勧
学

院
に
閉
籠
り

一
意
専
心
重
要
著
述
に
心
血
を
そ
そ
が
れ
た
の
で
あ
る
。　
こ
の
間
に
著
す

と

こ
ろ

「本
門
弘
経
抄
」、

「開
述
顕
本
宗
要

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

集
」、　
ヨ
一大
部
略
大
意
抄
」

の
僅
か
二
部
の
著
書
で
は
あ
る
が
、
そ
の
巻
数
は
実
に
百
九
十
巻
の
大
部
の
も
の
、
隆
師
畢
生
の
力
作
で

あ
る
。
先
づ

「本
門
弘
経
抄
」
は
末
代
応
生
の
大
導
師
主
師
親
の
二
徳
た
る
宗
祖
日
蓮
大
士
の
御
書
を
以
て
能
見
能
照
と
し
、
天
台
三
大

部
を
所
見
所
照
と
な
し
、
天
台
三
大
部
を
採
用
し
、
而
し
て
天
台
外
宜
述
面
の
三
大
部
を
去
つ
て
天
台
内
鑑
本
密
の
三
大
部
本
末
を
能
釈

と
し
て
、
妙
法
蓮
華
経

一
部
八
巻
二
十
八
品
の
大
意
、
釈
名
、
入
文
判
釈
を
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
全
百
十
七
巻

（目
録
共
）

は
恐
ら
く
七
ケ
年
の
歳
月
を
要
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
記
述
を
覚
つ
た
の
は
享
徳
二
年

（六
十
九
才
）
で
あ
る
。

次
に
「開
述
顕
本
宗
要
集
」
は
天
台
家
に
相
伝
せ
る
宗
要
の
算
題
に
つ
い
て
之
を
開
述
顕
本
し
、
本
宗
の
意
を
以
て
解
説
せ
る
も
の
で
、

全
六
十
六
巻
は
佛
部
乃
至
雑
部
の
六
部
、
六
十
五
ケ
の
算
題
を
逐

一
天
台
の
義
に
対
し
て
当
宗
の
義
を
明
し
て
、
以
て
天
台

の
義

を
破

し
て
正
し
く
当
宗
の
義
を
顕
揚
せ
る
も
の
で
あ
る
。
大
体
宗
要
な
る
も
の
は
も
と
天
台

一
宗
の
上
よ
り
広
く

一
代
佛
教
の
諸
種
の
法
門
を

解
釈
せ
る
ｔ
の
で
あ
る
が
、
隆
師
は
之
を
宗
祖
日
蓮
大
士
の
内
証
真
義
を
以
て
解
説
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
抄
が
そ
の
題
名
の
示
す
如
く

当
宗
の
見
地
よ
り
し
た
佛
教
教
義
概
論
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
本
抄
は
享
徳
二
年

（六
十
九
才
）
八
月
よ
り
康
正
三
年

（七
十
三
才
）
十

一
月
に
至
る
三
年
ニ
ケ
月
間
に
至
る
記
述
で
あ
る
。

最
後
に

「
三
大
部
略
大
意
抄
」
は
そ
の
題
名
に

「本
門
法
華
宗
開
述
顕
本
」
の
九
字
を
冠
す
る
が
如
く
、
天
台
三
大
部
を
当
宗
的
に
解

説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
体
天
台
三
大
部
に
外
宜
述
面
と
内
鑑
本
密
と
の
二
辺
が
あ
り
、
本
抄
は
外
宜
述
面
の
天
台
三
大
部
の
意
義
を

破
し
て
ヽ
内
鑑
本
密
の
意
、
即
ち
宗
祖
日
蓮
大
士
の
真
義
を
顕
説
せ
る
も
の
で
あ
り
、
而
も
本
抄
は
必
ず
し
も
逐
文
的
字
句
の
解
釈
で
な

く
、
至
極
達
意
的
な
解
説
で
あ
る
。
本
抄
は
康
正
三
年
七
十
二
才
を
以
て
終
つ
て
い
る
が
、
惜
し
い
か
な
三
大
部
全
巻
に
対
す
る
講
説
で

は
な
く
三
大
部
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
恐
ら
く
隆
師
の
体
力
が
許
す
な
ら
ば
こ
の
講
釈
を
続
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
上
弘
経
抄
、
宗
要
集
、
三
大
部
略
大
意
抄
の
二
部
の
著
述
を
見
る
に
弘
経
抄
は
本
宗
の
法
華
経
観
で
あ
り
、
宗
要
集
は
本
宗
の
全
佛
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教
観
で
あ
り
、
三
大
部
略
大
意
抄
は
本
宗
の
天
台
三
大
部
観
で
あ
つ
て
、
こ
の
二
部
の
著
を
以
て
隆
師
の
終
窮
究
寛
の
大
作
と
し
、
隆
師

の
三
大
部
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
隆
師
二
十
年
間
の
著
述
を
大
観
す
れ
ば
前
期
の
諸
種
の
著
書
は
前
言
の
如
く
前
方
便
的
台

本

で
あ

り
、
こ
の
後
期
二
部
の
著
は
最
後
究
克
的
大
作
で
あ
っ
て
、
前
期
の
諸
著
は
こ
の
三
大
部
を
著
作
せ
ん
が
為
の
準
備
的
著
作
で
あ
っ
た
と

い
つ
て
よ
い
。
隆
師
の
著
述
の
各
個
に
つ
い
て
の
説
明
は
後
に
示
す
こ
と
と
す
る
。

三
、
聖

人

の

主

な

る

著

述

日
隆
聖
人
の
二
十
有
余
年
間
に
亘
る
著
述
は
古
来
三
千
余
帖
と
称
さ
れ
て
い
る
程
数
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
尼
崎
本
興
寺
所
蔵
、両
山
二

十
八
世
日
顕
師
の
御
聖
教
目
録
に
よ
れ
ば
、
三
一百
数
十
巻
で
あ
る
。
今
そ
の
主
な
る
も
の
を
大
体
年
代
順
に
挙
げ
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

御

書

文

段

集

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一ハ
巻

十

三

問

答

抄

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一一巻

私

　

新

　

抄

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
三
巻

戒

体

見

聞

　

　

　

　

　

　

　

　

一二
巻

法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
巻

玄
義
教
相
之
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
巻

本
門
法
華
宗
五
時
四
教
名
目
見
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
巻

六

即

私

記

　

　

　

　

　

　

　

一二
巻

法
華
宗
本
門
弘
経
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
巻

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

（三
帖
抄
）

（四
帖
抄
）

（
一
帖
抄
）

（嗣
い
瑚
粁ぼ
ｒ幡
伽
二帖抄
）

（内
目
録
四
巻
）
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

本
門
法
華
宗
開
述
顕
本
宗
要
集

本
門
法
華
宗
開
述
顕
本
玄
文
止
三
大
部
略
大
意
抄

「御
書
文
段
集
」
六
巻

本
文
段
集
は
観
心
本
尊
抄

・
開
目
抄

・
撰
時
抄

・
報
恩
抄
等
宗
祖
大
士
の
重
要
御
書
十
七
部
に
対
す
る
科
文
を
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

で
、
そ
の
中
守
護
国
家
論
の
み
は
宗
祖
御
自
作
の
科
文
を
そ
の
ま
ま
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
他
は
総
じ
て
隆
師
の
私
に
作
成
せ
ら
れ
た

文
段
で
あ
る
。

隆
師
の
文
段
は
大
体

一
般
の
科
文
と
異
り
御
書
本
文
の
大
意
ま
た
は
解
説
で
あ
る
場
合
が
あ
つ
て
、
御
書
の
本
文
よ
り
は
る
か
に
多
く

の
字
数
を
用
い
た
長
文
の
科
文
が
あ
る
。
観
心
本
尊
抄
文
段
の
如
き
は
特
に
こ
の
箇
所
が
多
く
存
す
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
は
本
尊
抄

の

「讐
如
下
雖

為̈
り一王
女
一懐
二妊

蔀
種
一其
子
尚
劣
中
施
陀
羅
と

の
次
の

「此
等
且
レ
閣

之̈
」
の
僅
か
五
字
に
科
す
る
に

四
に
結
文
、
文
意
は
久
遠
の
種
子
を
取
る
と
雖
も
、　
一
品
二
半
は
脱
の
内
の
種
な
る
故
に
猶
正
宗
に
属
す

と
あ
る
が
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
隆
師
の
文
段
の
特
徴
で
あ
る
。
隆
師
は
宗
祖
の
簡
潔
な
御
文
に
つ
い
て
文
裏
の
深
意
を
明
ら

か
な
ら
し
め
ん
が
為
に
此
の
如
き
長
文
の
科
文
を
施
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
隆
師
の
慎
重
さ
と
親
切
さ
と
が
伺
わ
れ
て
ま
こ
と

に
黍
い
限
り
で
あ
る
。

今
十
七
部
の
御
書
名
を
挙
ぐ
れ
ば
、
観
心
本
尊
抄
（樹
ご

・
開
目
抄

・
報
恩
抄
（翔
址
巻
▼

末
法
初
心
行
者
位
砂

・
当
体
義
抄

・
如
説
修

行
抄

・
法
華
宗
内
証
佛
法
血
脈
抄
（靭
一
巻
▼

本
門
取
要
抄

ｏ
本
尊
間
答
抄

・
守
護
国
家
論

・
法
華
題
目
抄

・
一
代
大
意
抄
（翔
吐
巻
▼

大
田
抄
（請
笛
詠
道
）
・
本
門
治
病
抄

・
止
観
十
章
抄

・
立
正
観
抄
（翻
一
巻
）
．
撰
時
抄
（精
一じ
で
あ
る
。

一ハ
エハ
ヱ省

一
七
巻
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以
上
十
七
部
六
巻
の
内
、
第

一
巻
の
観
心
本
尊
抄
文
段
は
信
師
の
代
筆
で
あ
り
、
他
は
凡
て
隆
師
の
真
筆
で
あ
る
。
し
か
し
第
六
巻
の

撰
時
抄
文
段
は
中
古
に
紛
失
し
て
本
書
は
現
存
せ
ず
、
現
在
用
い
ら
れ
る
も
の
は
何
れ
も
写
本
で
あ
る
。

さ
て
本
抄
の
述
作
年
代
で
あ
る
が
、
本
尊
問
答
抄
文
段
の
末
尾
に

「永
享
八
年
九
月
下
旬
」
と
あ
る
か
ら
隆
師
の
五
十
二
歳
の
作
で
あ

つ
て
、
恐
ら
く
本
抄
が
著
述
の
最
初
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
十
三
問
答
抄
」
二
巻

本
抄
は
駿
州
岡
官
光
長
寺
東
之
坊
日
朝
上
人
の
十
三
カ
条
の
質
疑
に
対
す
る
回
答
書
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
果
院
日
朝
師
は
永

享
七
年
に
上
洛
本
能
寺
に
隆
師
を
訪
間
し
隆
師
よ
り
宗
祖
の
本
懐
本
門
八
品
に
在
る
こ
と
を
展
々
聴
問
し
て
踊
躍
歓
善
、
光
長
寺
に
帰

山
す
る
や
ま
た
十
三
カ
条
の
質
問
状
を
送
り
隆
師
に
そ
の
回
答
を
求
め
ら
れ
た
。
隆
師
之
に
対
し
て
答
釈
を
記
し
之
を
朝
師

に
示
さ

れ
た
の
が
こ
の
十
三
間
答
抄
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
故
に
本
抄
の
述
作
年
代
は
永
享
七
年
以
後
で
あ
ろ
う
。
現
存

の
四
帖
抄

（隷
瞬
妖
鮨
両
）
の
中
に
本
抄
が
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
四
帖
抄
述
作
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

本
抄
が

一
種
の
構
想
を
以
て
執
筆
さ
れ
た
著
述
で
は
な
く
質
問
状
に
対
す
る
答
釈
筆
で
あ
る
こ
と
は
、
本
抄
中
処
々
候
文
に
な
つ
て
い

る
こ
と
と
、
記
述
の
前
後
に
統

一
性
の
な
い
こ
と
で
首
肯
さ
れ
る
。
ま
た
朝
師
の
質
疑
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
こ
と
は
、
東
国
法
華
た

る
上
総
国
藻
原
日
護
の

「末
法
今
時
に
於
て
普
賢
三
味
を
用
う
べ
し
」

と
い
う
義
は
如
何
と
い
う
疑
間
に
対
す
る
答
釈

⌒針
仁
剛
幣
中
）

が
存
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
ょ
う
。

本
抄
の
特
色
と
し
て
は
最
後
の
第
十
三
間
答
に
於
て
、

「当
家
受
戒
作
法
の
事
」
を
可
成
詳
し
く
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

が

「戒
体
見
聞
」
の
底
本
と
な
り
、
更
に
之
が
弘
経
抄
神
力
品
五
帖
中
の
第
四
、
五
帖
の
本
門
円
戒
に
つ
い
て
の
再
述
に
な
つ
た
の
で

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「私
新
抄
」

一
三
巻

本
抄
の
真
筆
は
現
在
本
能
寺
に
在
つ
て
、
尼
崎
本
興
寺
の
宝
蔵
に
は
両
山
第
十
二
世
日
承
聖
人
の
写
本
が
あ
る
。
こ
の
写
本
の
奥
書
に

他
筆
を
以
て

「御
開
基
日
隆
大
上
人
御
真
筆
私
新
抄
者
本
能
寺
有
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
何
故
真
筆
が
本
能
寺
に
存
し
て
い
る
か
を

案
ず
る
に
、
本
能
寺
の
原
本
の
末
尾
に
承
師
が

「
そ
れ
法
命
相
続
の
為
な
り
」
の
旨
を
記
し
て
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
承
師
は
此
抄
を
以

て
本
宗
教
観
の
大
旨
を
拝
す
る
好
資
料
と
し
て
之
を
本
能
寺
に
収
蔵
し
、
同
山
歴
代
貫
首
の
法
命
相
続
の
標
宝
と
せ
ら
れ
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。
而
も
承
師
生
家
の
伏
見
宮
家
に
於
て
も
本
抄
を
精
読
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

「両
山
歴
譜
」
に
は
承
師
の
兄
君
貞
敦
親

王

（獄
現
確
）
よ
り
与
師
の

「法
華
和
語
記
」
と
共
に
隆
師
の
御
聖
教
を
返
却
す
る
に
際
し
て
の
書
面
が
数
通
存
す
る
旨
の
記
述
が
あ
り
、

今
そ
の
一
通
を
拝
す
る
と
、
伏
見
宮
家
に
於
て
承
師
よ
り
贈
ら
れ
た
訓
読
の
法
華
経
を
以
て
連
日
読
誦
し
て
大
い
に
本
門
妙
法
の
信
仰

を
励
ま
れ
る
と
同
時
に
、
隆
師
の
御
聖
教
を
も
精
読
せ
ら
れ
た
旨
の
記
載
が
あ
り

（端
は
業
一日げ
一一
雑
に
Ю
巻
マ

そ
の
精
読
し
た
御
聖
教
と

は
恐
ら
く
真
筆
の
私
新
抄
で
あ
つ
た
ろ
う
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
見
る
に
承
師
に
於
て
は
本
抄
を
如
何
に
重
要
視
せ

ら
れ
た
か
が
伺
わ
れ
る
。

今
本
抄
の
内
容
を
拝
す
る
に
全
十
二
巻
は
そ
の
題
号
に
見
ら
れ
る
如
く
、
隆
師
の
唯
受

一
人
の
法
門
を
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
日
像

門
流
の
口
伝
、
殊
に
存

・
道
二
師
の
相
承
法
門
を
顕
発
せ
ら
れ
た
本
宗
の
秘
伝
書
で
あ
る
。
本
抄
を
以
て
本
国
寺
日
聰
の
五
十
五
カ
条

の
難
状
に
対
す
る
批
判
書
で
あ
る
と
い
う
学
者
が
あ
る
が
、
本
抄
に
は
日
聰
の
義
を
批
判
す
る
箇
所
は
多
々
あ
つ
て
も
、
本
抄
全
巻
悉

く
五
十
五
カ
条
批
判
書
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
隆
師
の
日
聰
を
批
判
す
る
こ
と
は
本
抄
よ
り
も
弘
経
抄
の
中
に
は
大
変
多
い
の
で
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あ
る
。
本
抄
全
巻
百
三
十
余
条
目
の
論
題
を
拝
す
れ
ば
、
わ
が
正
統
法
華
宗
の
教
判
論
、　
顕
本
論
、　
本
尊
論
、　
成
佛
論
、　
一
念
三
千

論
、
本
門
開
会
論
、
付
嘱
論
、
滅
後
流
通
論
、
三
益
論
、
佛
土
論
、
血
脈
論
等

一
切
を
網
羅
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
き
が
如
く
、
本
抄

一

部
を
以
て
本
宗
教
観
二
門
の
秘
蔵
法
門
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
承
師
が
法
命
相
続
の
為
と
記
さ
れ
た
こ
と
実
に
宜

な
る
哉
で
あ
る
。

本
抄
の
述
作
年
代
は
卒
面
に
推
定
し
難
い
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
隆
師
述
作
時
期
の
中
に
於
て
比
較
的
早
期
の
も
の
で
は
な

い
か
と
思

う
。
と
い
う
の
は
本
能
寺
蔵
の
真
筆
原
本
を
拝
す
れ
ば
、
そ
の
筆
勢
は
ま
こ
と
に
巧
み
に
し
て
且
つ
流
暢
隆
師
後
年
に
於
け
る
が
如
き

書
痙
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
抄
二
（畔
モ
）に

「
顕
本
為
事
円
と
云
え
る
此
の
意
な
り
、
口
伝
余
帖
の
如
し
・ム一こ

と
ぁ
る
余

帖
を
以
て
四
帖
抄
な
り
と
し
て
四
帖
抄
よ
り
以
後
の
著
と
見
る
人
あ
れ
ど
も
、
現
在
の
四
帖
抄
の
真
筆
は
そ
の
筆
勢
が
本
抄
よ
り
も
後

の
も
の
で
あ
る
。
故
に
小
柄
は
本
抄
を
以
て
四
帖
抄
以
前
に
位
す
る
も
の
で
あ
る
。

「法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
」
四
巻

（四
帖
抄
）

本
抄
は
四
帖
抄
と
称
す
る
も
の
で
、
従
来
は
隆
師
四
十
五
才
の
永
享
元
年
に
洛
中
の
法
華
諸
山
及
び
全
国
の
法
華
本
山
に
回
達
し
て
、

当
時
諸
法
華
宗
の
心
酔
せ
る
天
台
教
学
を
破
し
、
以
て
宗
祖
大
士
本
懐
の
真
正
宗
義
を
固
明
せ
ら
れ
た
独
立
宣
言
書
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
興
寺
に
現
存
す
る
原
本
を
拝
す
る
と
、
そ
の
筆
跡
は
永
享
元
年
位
の
早
期
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
よ
り
は
る
か
後
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
抄
二
（
一
〇
こ

に

要
と
は
所
謂
本
門
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
れ
な
り
。　
是
れ
即
ち
本
門
円
戒
の
戒
法
な
り
。

此
の
戒
法
は
末
代
相
応
易
行
の
受
戒

な

り
。
此
の

一
カ
条
委
し
く
は
十
三
間
答
抄
の
如
し
一本云
。

日
隆
聖
人
載
学
の
序
税
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と
あ
る
か
ら
、
正
し
く
十
二
問
答
抄
よ
り
後
の
著
で
あ
る
。
従
来
の
伝
説
で
は
十
三
間
答
抄
は
永
享
元
年
に
回
達
し
た
四
帖
抄
を
見
た

本
果
院
朝
師
が
永
享
七
年
本
能
寺
に
隆
師
を
訪
ね
、
其
後
十
三
カ
条
の
質
問
状
を
提
出
し
た
の
に
対
す
る
応
答
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
四
帖
抄
は
早
く
と
も
永
享
七
年
以
後
の
作
で
あ
る
。
惟
う
に
永
享
元
年
に
諸
山
に
回
達
し
た

と
い
う
の
は
こ
の
四
帖
抄
で
は
な
く
て
、
法
華
天
台
両
宗
の
不
同
を
記
し
た
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
本
果
院
日
朝

師
の
著
と
せ
ら
れ
て
い
る

「台
当
違
目
深
密
抄
」
は
隆
師
の
四
帖
抄

・
五
帖
抄
等
の
部
分
的
写
本
の
感
が
あ
る
。
故
に
こ
の
深
密
抄
は

隆
師
が
永
享
元
年
に
回
達
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
朝
師
が
写
本
し
て
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
考
す
る
の
で
あ
る
。

今
本
抄
の
内
容
を
拝
す
れ
ば
法
華

・
天
台
両
宗
の
不
同
を
述
べ
る
の
に
、
大
綱
八
科
五
十
五
条
目
あ
り
。
即
ち
第

一
は
両
宗
の
化
儀
上

の
不
同

（三
カ
条
）、
第
二
は
両
宗
の
宗
典
内
容
の
不
同

（七
カ
条
）、
第
二

・
四
は
教
相
上
の
不
同
、
そ
の
中
第
二
は
四
教
五
時
に
対

す
る
不
同

（五
カ
条
）、
第
四
は
教
部
権
実
本
述
の
不
同

（七
カ
条
）、　
第
五
は
天
台
宗
の
教
観
に
対
す
る
破
邪
顕
正

（八
カ
条
）、　
第

六
は
両
宗
修
行
論
の
不
同

（八
カ
条
）、
第
七
は
開
会
論
の
不
同

（十

一
カ
条
）、
第
八
は
両
宗
正
機
の
不
同

（六
カ
条
）
で
あ
る
。

「本
門
法
華
宗
五
時
四
教
名
目
見
聞
」
十
巻

本
抄
は
天
台
宗
に
於
け
る
四
教
五
時
名
目
を
本
宗
の
立
場
よ
り
解
説
せ
る
も
の
で
、
初
め
二
巻
を

「相
伝
法
門
抄
」
と
称
し
、
二
帖
抄

と
い
い
、
最
後
の
五
巻
を
五
帖
抄
と
い
つ
て
い
る
。
初
め
二
巻
は
名
目
見
間
の
題
号
釈
で
、

「南
無
妙
法
蓮
華
経
本
門
円
宗
五
時
四
教

名
目
」
の
題
号
を
釈
す
る
に
つ
い
て
本
宗
教
観
の
大
意
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
巻
は
化
儀

・
化
法
の
四
教
の
大
意
を
明
し
、
第
四
巻
以

後
は
五
時
の
教
相
を
明
す
の
で
あ
る
が
、
第
四

・
五
の
両
巻
に
於
て
華
厳
乃
至
般
若
の
前
四
味
の
法
相
を
明
し
、
第
六
巻
以
下
の
五
巻

に
於
て
は
法
華
経
の
深
意
を
明
す
の
で
あ
る
。
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今
本
抄
述
作
の
年
代
を
案
ず
る
に
、
五
帖
抄
第

一
巻
の
最
初
に

此
の
三
種
法
華
の
実
体
を
近
来
の
学
者
習
損
じ
て
顕
説
よ
り
根
本
勝
れ
た
り
と
習
い
、
結
局
根
本

・
隠
密
に
開
会
を
明

す
等

と

二

・
八
帖
の
抄
に
厳
然
と
し
て
師
資
相
承
す
る
は
大
僻
見
な
り
。　
尼
崎
流
に
は
之
を
用
う
べ
か
ら
ず
。

委
し
く
は
十
三
間
答
抄
の
如

し
Ｆ
ム。
三
種
法
華
の
中
に
は
根
本

・
隠
密
を
以
て
所
開
所
顕
と
為
し
、
顕
説
を
以
て
能
開
能
照
と
為
す
な
り
。

と
あ
り
、
同
じ
く
第

一
巻
の

「
尋
ね
て
云
く
、
上
件
の
玄
文
止
二
部
に
教
観
を
判
ず
、
其
の
相
如
何
」
の
下
に

働
て
玄
文
止
の
面
は
像
法
の
得
分
、
裏
の
本
門
密
意
の
辺
は
日
蓮
聖
人
の
御
物
な
り
Ｊ
ム。
委
し
く
は
天
台
法
華
不
同
抄
の
如
し
・ム云
。

と
あ
り
、
ま
た
同
抄
第
二
巻
に

尋
ね
て
云
く
、
述
と
本
と
の
案
位

・
昇
進
の
相
如
何
。
答
う
、
此
の
事
委
し
く
は

一
帖
抄
五
時
の
下
に
云
う
が
如
し
。

と
あ
る
か
ら
、
十
三
問
答
抄

・
四
帖
抄

・
一
帖
抄
よ
り
以
後
の
著
で
あ
る
。
而
し
て
本
門
弘
経
砂

一
二

（隆
始
」
）
に

此
の
法
華
の
教
主
の
事
は
名
目
見
間
の
法
華
の
下
に
委
悉
な
り

と
あ
り
、
ま
た
同
抄
九
二

⌒
一同
一一一Ю
）
に

次
に
本
門
流
通
末
法
相
応
の
四
信
五
品
総
在
の
信
行
第
五
の
行
者
と
云
う
は
日
蓮
大
士
な
り
。
其
の
徳
行
は
委
し
く
は
名
目
見
間
の

如
し
ξ
。

と
あ
る
故
に
、
本
抄
は
弘
経
抄
以
前
の
著
で
あ
つ
て
、
最
後
五
巻
の
内
容
が
本
門
弘
経
抄
の
大
意
十
巻
の
内
容
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る

か
ら
、
恐
ら
く
五
帖
抄
は
弘
経
抄
大
意
の
草
案
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
六
即
私
記
」
三
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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本
抄
は
天
台
大
師
が
創
立
さ
れ
た
法
華
円
教
の
六
即
位
に
つ
い
て
台
当
両
家
の
異
目
を
明
ら
か
に
し
、
当
宗
の
成
佛
は
六
即

一
即
の
名

字
信
位
の
下
種
即
成
に
あ
る
こ
と
を
釈
し
た
も
の
で
、
こ
の
抄
は
幕
末
の
皆
成

・
久
遠
論
争
に
於
て
両
派
共
に
盛
ん
に
引
用
し
て
各
々

火
花
を
散
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
本
抄
三
巻
の
内
容
を
明
せ
ば
、
上
巻
は
六
即
に
つ
い
て
の
総
釈
、
中
巻
は
六
即
中
の
理
即

ｏ
名
字
即
を
、
下
巻
は
観
行
即
以
下
の
四

即
を
釈
し
て
い
る
。

本
少
の
著
乍
年
代
は
上
巻
の
初
め

（増
畝
∝
）
一

檀
那
流
は
止
観
は
法
華
述
門
に
依
る
相
を
相
承
し
た
る
な
り
。
慧
心
流
の
一
義
と
し
て
止
観
は
根
本
法
華
に
依
り
、
結
句
は
本
述
に

も
依
ら
ず
と
云
つ
て
止
観
法
華
、
天
台
法
華
、
両
宗
各
別
な
り
。
天
台
、
真
言
止
観
は
全
く
同
じ
と
云
う
は
大
僻
見
な
り
。
天
下
第

一
の
謗
法
な
り
。
佛
滅
後
二
千
余
年
の
間
、
未
曾
有
の
大
邪
義
な
り
。
委
し
く
は
四
帖
抄
、
二
帖
抄
、
名
目
見
聞
法
華

の
下

の
如

」
ｙ
ム
・ム
。

と
あ
る
か
ら
、
四
帖
抄
、
名
目
見
聞
十
巻
よ
り
後
、
弘
経
抄
以
前
の
著
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

「法
華
宗
本
門
弘
経
抄
」
百
十
七
巻

（相
舗
枷
巻
）

本
抄
は
そ
の
題
号
の
示
す
が
如
く
、
宗
祖
日
蓮
大
士
の
本
懐
の
宗
旨
た
る
法
華
宗
の
立
場
に
於
て
本
地
本
門
の
意
を
以
て
法
華
経

一
部

八
巻
二
十
八
品
を
詳
釈
し
、
而
し
て
之
を
末
代
悪
世
に
広
く
流
布
弘
通
せ
し
め
ん
が
為
に
撰
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
隆
師
自
ら
本

抄
述
作
の
趣
旨
を
示
し
て
本
抄

一
四
（
一隆
給
∝
）
に

当
流
の
意
は
諸
御
抄
の
大
意
を
得
て
能
開
能
照
と
為
し
、
玄
文
止
並
に
天
台
宗
の
諸
聖
教
を
以
て
所
開
所
照
と
為
し
て
示
す
処
の
法
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門
な
り
一バ云
。

但
し
玄
文
止
の
裏
に
天
台
内
鑑
本
密
の
述
多
本

一
の
教
観
こ
れ
あ
り
。　
日
蓮
大
士
此
の
一
辺
を
取
つ
て
諸
御
抄
に
移

し
て
吾
師
天
台
・バ云
。
今
此
の
一
辺
に
依
つ
て
御
抄
と
本
書
と
を
交
合
せ
し
め
て
此
抄
を
造
る
。

と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
抄
は
宗
祖
の
御
書
を
以
て
能
照
と
し
、
天
台
三
大
部
を
以
て
所
照
と
し
て
御
書
の
意
を
以
て
三
大
部
を
見
、
而

し
て
述
面

・
本
裏
の
二
辺
の
中
三
大
部
の
内
鑑
本
門
の
意
を
以
て
法
華
経

一
部
を
解
釈
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
抄
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
本
抄

一
〇
四
巻
、
嘱
累
品
の
末
尾

（隆
埼
一
九一
）
に

記
者
既
に
六
十
九
な
れ
ば
廃
亡
の
義
こ
れ
あ
る
べ
し
、
悲
し
い
哉
悲
し
い
哉

と
あ
る
。
こ
の
六
十
九
才
即
ち
享
徳
二
年
は
恐
ら
く
本
抄
全
巻
を
脱
稿
せ
ら
れ
た
年
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
此
年
の
八
月
下
旬
よ
り

「開
述
顕
本
宗
要
集
■
の
記
述
に
着
手
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
本
抄
は
本
門
八
品
以
外
の
他
品
よ
り
釈
し
て
最
後
に
本
門

八
品
を
釈
し
嘱
累
品
を
詑
つ
た
の
が
六
十
九
才
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
思
う
に
記
述
の
次
第
は
還
述
流
通
の
薬
王
品
よ
り
記
述
し

始
め
、
勧
発
品
を
終
つ
て
経
首
の
序
品
第

一
よ
り
順
序
を
経
て
漸
次
解
釈
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
承
聖
人
の

「
広
経

抄
」
四
十
四
巻
は
足
掛
五
年
が
か
り
で
そ
の
よ
う
な
順
序
で
記
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
隆
師
の
弘
経
抄
の
記
述
を
見
倣
わ

れ
た
と
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「開
述
顕
本
宗
要
集
」
六
十
六
巻
が
三
年
ニ
カ
月
間
に
完
成
し
て
い
る
か
ら
こ
の
比
率
を
以

て
本
抄
全
巻
脱
稿
の
期
間
を
計
る
に
短
く
と
も
前
後
六

・
七
年
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
本
抄
記
述
に
着
手
せ
ら
れ
た
の
は
文

安
三

・
四
年
隆
師
六
十
二
・
三
才
頃
で
な
か
つ
た
か
と
推
定
す
る
。
而
し
て
本
抄
に
は
四
帖
抄
（堆
雑
五
）
・
名
目
見
聞

（綱
」
・
銅
一一一∞
）

・
本
門
戒
体
見
問

（
一同
五
仁
）
等
を
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
著
書
よ
り
も
以
後
の
著
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

今
法
華
経
各
品
の
巻
別
を
明
せ
ば
、
古
来
相
伝
の
頌
に
云
く

大
意
通
序
各
十
帖
　
　
　
別
序
四
帖
方
便
九

日
隆
聖
人
教
学
め
序
説
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讐
喩
信
解
各
五
帖
　
　
　
薬
草
三
帖
授
記

一

化
城
六
帖
五
百
二
　
　
　
人
記

一
帖
法
師
四

宝
塔
二
帖
提
婆
三
　
　
　
勧
持

一
帖
安
楽
五

涌
出
四
帖
寿
十
三
　
　
　
分
別
四
帖
随
喜

一

功
徳
二
帖
不
軽
二
　
　
　
神
力
五
帖
嘱
累

一

薬
王
二
帖
妙
音

一　
　
　
観
音
二
帖
神
呪

一

厳
王

一
帖
普
賢
二

一本
門
法
華
宗
開
述
顕
本
宗
要
集
」
六
十
六
巻

本
抄
は
そ
の
題
号
の
如
く
、
天
台
宗
の
宗
要
集
を
本
宗
の
立
場
よ
り
解
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
言
の
通
り
で
、　
佛
部

の
第

一
、

「
二
佛
並
出
」
の
上
巻
の
巻
末
に

一享
徳
二
年
八
月
下
旬
よ
り
宗
要
を
書
き
初
む
る
な
り
、　
記
者
六
十
九
、　
訪

ぬ
づ
し
訪
ぬ
べ

し
」
（峰
』
）
と
あ
つ
て
、
享
徳
二
年
八
月
下
旬
よ
り
述
作
に
着
手
、
教
相
部
第
十
、　
習
一種
四
教
」
を
記
し
克
る
康
正
二
年
十

一
月
御

年
七
十
二
に
至
る
ま
で
の
三
年
三
カ
月
の
短
期
間
に
全
六
十
六
巻
を
脱
稿
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
宗
要
集
は
隆
師
の
著
述
中
記
述
年
月

の
明
白
な
る
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
記
述
の
次
第
は
必
ず
し
も
算
題
の
順
序
を
追
う
た
も
の
で
は
な
い
。

今
全
巻
の
内
容
を
見
る
に
、
佛
部
十
三
巻
、
菩
薩
部
七
巻
、
二
乗
部
八
巻
、
五
時
部
十
二
巻
、
教
相
部
十
巻
、
雑
部
十
六
巻
と
な
つ
て

お
り
、
こ
の
六
部
の
次
第
は
慧
心

ｏ
檀
那
両
流
の
列
次
と
も
異
つ
て
い
て
、
隆
師
は

此
の
時
六
部
の
生
起
に
佛

・
五
時

ｏ
教
相

・
二
乗

・
菩
薩

・
雑
と
列
ぬ
る
は
述
門
の
意
な
り
。
次
に
略
頌
に
佛

・
菩
薩

・
二
乗

ｏ
五
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時

・
教
相

・
雑
の
次
第
は
本
門
流
通
の
意
に
叶
え
り
。
其
の
故
は
正
宗
の
意
は
本
因
よ
り
本
果
に
至
り
脱
益
を
成
ず
。
流
通
の
意
は

能
所
共
に
教
弥
実
位
弥
下
し
て
本
果
妙
よ
り
本
因
妙
に
下
り
下
機
を
鑑
照
す
る
故
に
、
本
果
妙
佛
部
よ
り
本
因
妙
上
行
九
法
界
の
菩

薩
部

・
二
乗
部
に
下
り
、
而
も
先
づ
部
妙
の
五
時
部
に
約
し
、
次
に
約
教
の
教
相
部
を
列
ね
て
、
其
の
次
に
宗
旨
の
雑
部
を
列
ね
て

己
心
の
本
尊
を
顕
す
等
と
云
う
は
本
門
流
通
の
意
な
り
Ｆ
バ。
（全
肝
）

と
説
い
て
、
佛

・
菩
薩

・
二
乗

・
五
時

・
教
相

・
雑
の
次
第
は
本
門
流
通
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
随
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
体
六
部
の
次
第
に
つ
い
て
は
隆
師
は

又
六
部
の
生
起
次
第
を
調
え
た
も
う
事
は
都
率
先
徳
己
来
な
り
。
其
の
次
第
と
は
先
づ
佛
部
、
次
に
五
時
部
、
次
に
教
相
部
、
次
に

二
乗
部
、
次
に
菩
薩
部
、
次
に
雑
部
と
生
起
す
る
な
り
。
然
り
と
雖
も
慧
心
の
略
頌
口
伝
に
は
、
天
台
本
尊
佛
母
部
、
所
被
機
縁
三

乗
部
、
所
説
五
時
教
相
部
、　
一
乗
宗
旨
雑
々
部
と
云
え
り
。
此
の
次
第
は
佛

・
菩
薩

・
二
乗

・
五
時

・
教
相

・
雑
な
り
。
（
一全
し

と
い
つ
て
い
る
が
、
天
台
宗
上
三
川
宗
要
に
於
て
は
宗
要
六
部
の
次
第
に
慧

・
檀
の
不
同
こ
れ
あ
り
、
如
何
。
答
ふ
、
檀
那
は
佛

・
菩

薩

・
一一乗

・
教
相

・
五
時

・
雑
と
列
す
る
な
り
。
佛
中
菩
薩
俄
二
乗
空
教
相
郷
五
時
証
期
機
雑
磁
瑚
の
意
な
り
ｉ。
慧
心
は
佛

・
五
時

・
教
相

・
二
乗

・
菩
薩

・
雑
と
次
第
す
る
な
り
。
佛
部
は
能
説
の
教
主
な
れ
ば
先
に
列
ね
、
此
の
佛
の
所
説
は
五
時
な
れ
ば
次
に
置

き
、
五
時
に
四
教
八
教
を
説
け
ば
教
相
を
次
に
列
ね
、
二
乗
、
菩
薩
と
列
ぬ
る
事
は
、　
一
代
は
正
化
二
乗
傍
化
菩
薩
な
れ
ば
所
説
は

必
ず
機
に
依
る
故
に
五
時
、
教
相
の
次
に
二
乗

・
菩
薩
と
列
ね
、
雑
は

一
宗
の
大
要
な
る
故
に
最
後
に
之
を
置
く
な
り
。
（豚
全
）

と
あ
つ
て
隆
師
の
所
説
と
全
然
相
違
し
て
い
る
。
島
地
大
等
氏
の
「天
台
教
学
史
」
（四
一一九
）に
よ
れ
ば
慧

・
檀
両
流
の
次
第
は
上
三

川
宗
要
の
如
く
‥記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
隆
師
の
六
部
の

・
次
第
は
教
相
否
定
観
心
偏
重
主
義
の
書
心
流
よ
り
も
、
教
相
重
視
教
観
相
応

の
立
場
に
立
つ
檀
那
流
の
次
第
に
近
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
異
る
と
こ
ろ
は
六
部
の
内
い
教
相
一
五
時
と
す
る
に
対
し
て

一日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

隆
師
は
五
時

・
教
相
と
列
ね
る
点
で
あ
る
。
此
の
隆
師
の
佛

・
菩
薩

。
二
乗

・
五
時

・
教
相

ｏ
雑
と
列
次
す
る
と
こ
ろ
が
本
宗
独
自
の

立
場
で
あ
る
。
全
巻
を
通
観
す
れ
ば
六
十
五
の
算
題
を
解
説
す
る
の
に

一
算
題

一
巻
の
記
述
と
な
つ
て
い
る
が
、
唯
佛
部
の
初
め

「
二

佛
並
出
」
の
み
上
下
三
巻
よ
り
成
る
故
に
全
六
十
六
巻
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
こ
の
下
巻
の
内
容
は
上
巻
の
同
意
略
本
で
あ
つ
て
、
隆

師
自
ら
下
巻
の
原
本
の
初
に

「最
略
本
、
移
す
べ
か
ら
ず
」
と
注
意
さ
れ
て
い
る
。

今
煩
し
い
け
れ
ど
も
記
述
せ
ら
れ
た
算
題
名
と
記
述
の
年
月
を
知
る
為
に
左
に
全
巻
六
部
六
十
五
カ
算
題
の
目
次
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

佛

部

第

一
　

　

十
三
巻

一
、
一一
佛

並

出
　
上
巻
、
享
徳
二
年
八
月
下
旬
よ
り
宗
要
を
書
き
初
む
る
な
り
、
記
者
六
十
九
、
訪
ぬ
べ
し
ノ
ヽ

下
巻
、
享
徳
二
年
九
月
末
之
を
記
す

前
後
自
受
用
　
享
徳
二
年
九
月
末
記
し
寛
ん
ぬ

応

身

八

相

自
受
用
有
為
　
　
　
　
　
　
記
者
六
十
九

他

受

用

遍

通

教

教

主

二

聖

発

心

三

佛

出

世

自
受
用
所
居
　
　
　
　
　
　
記
者
六
十
九
一ム云

葉

上

釈

迦

t4ノ、女 へ 票 唄 長 ミ
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十
一、

十
二
、

六 五 四 三 二 一 七 六 五 四 三 二 一

新

成

顕

本

開

〓
一
顕

一　
享
徳
二
年
十

一
月
九
日
に
之
を
記
し
詑
ん
ぬ
、
記
者
六
十
九
一〓云

菩

薩

部

第

二

　

　

七

巻

四

依

供

佛
　
康
正
三
年
卯
月
上
旬
、
本
興
寺
述
記

補

処

住

天
　
康
正
三
年
五
月

一
日
、
本
興
寺
述
記
、
七
十
二
才

一二
教

不

退
　
康
正
二
年
卯
月
下
旬
、
本
興
寺
述
記

前
三
教
実
行
　
康
正
三
年
卯
月
十
三
日
、
本
興
寺
述
記

大

悲

受

苦

大

悲

閲

提

元

品

能

治

二

乗

部

第

二

　

　

八

巻

住

果

縁

覚

康
正
元
年
九
月
の
初
に
記
し
寛
ん
ぬ
、
尼
崎
本
興
寺
述
記

帯

権

二
乗
　
　
　
　
　
記
者
七
十
才

法

華

二
乗
　
享
徳
四
年
七
月
下
旬
記
し
党
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才
、
悲
し
む
べ
し
′
ヽ

定

性

証

拠
　
　
　
　
　
述
記
満
七
十
才

住

果

声

間
　
一早
徳
四
年
八
月
上
旬
記
し
畢
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才
、
悲
し
む
べ
し
′
ヽ

一二
周

証

入
　
康
正
元
年
八
月
末
之
を
記
し
寛
ん
ぬ
、
尼
崎
本
興
寺
常
住

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

一
一
乗

智

断
　
康
正
元
年
乙
亥
九
月
中
旬
記
し
党
ん
ぬ
、
尼
崎
本
興
寺
、
七
十

一
才
述
記

一二
周

在

座
　
　
　
　
　
記
者
満
七
十
才

五

時

部

第

四

　

　

十
二
巻

兼

但

対

帯
　
康
正
三
年
五
月
　
　
日
、
本
興
寺
述
記
一
七
十
二
才

雨

前

分

身
　
一早
徳
四
年
乙
亥
正
月
十
九
日
覚
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才
、
訪
ぬ
べ
し
′
ヽ

一二
身

即

一　
一早
徳
四
年
二
月
五
日
記
し
寛
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才

後

番

五

味

康
正
三
年
七
月
　
　
日
、
本
興
寺
述
記

雨

前

久

遠

説
五
時
次
第
　
　
　
　
　
　
記
者
満
七
十
才

分

身

説

法

　

　

求
法
沙
門
七
十

一
才
述
記

浄

械

涅

槃
　
康
正
三
年
六
月
下
旬
、
本
興
寺
述
記

二

経

勝

劣
　
　
　
　
　
記
者
満
七
十
才

涅

槃

四

依
　
康
正
三
年
七
月
下
旬
、
本
興
寺
述
記
、
七
十
二
才
、
訪
ぬ
べ
し
ノ
ヽ

雨

前

記

悪
　
一早
徳
四
年
四
月
中
旬
、
記
者
七
十

一
才

五

時

証

拠
　
康
正
二
年
六
月
八
日
、
本
興
寺
述
記
、
七
十
二
才
、
訪
ぬ
べ
し
′
ヽ

教

相

部

第

五

　

　

十

巻

四
教
四
門
実
理
　
　
　
　
　
述
記
七
十
才

主 二 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一  八 七
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七 六 五 四 三 二 一 十 九 八 七 六 五 四 三 二

初

住

寿

命
　
康
正
元
年
十
月
二
十
三
日
、
本
興
寺
述
記

住

上

超

次
　
康
正
三
年
九
月
　
　
日
、
本
興
寺
述
記
、
七
十
二
才

初

住

証

入
　
康
正
元
年
十
二
月
上
旬
、
七
十
才
之
を
記
す
、
本
興
寺
常
住

三
教
果
頭
無
人

四

教

八

相
　
一早
徳
二
年
末
、
本
興
寺
述
記

〓
一
惑

前

後
　
康
正
元
年
十
月
上
旬
克
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才
、
訪
ぬ
べ
し
′
ヽ
、
本
興
寺
常
住

四

教

証

拠
　
康
正
元
年
正
月
　
　
日
、
本
興
寺
記

一
生

入

妙

覚
　
一早
徳
三
年
卯
月
十
五
日
、
記
者
七
十
才

〓
一
種

四

教
　
康
正
二
年
十

一
月
　
　
日
、
本
興
寺
述
記

雑

部

第

六

　

　

十
六
巻

一
一
種

相

即
　
康
正
二
年
二
月
中
旬
記
し
覚
ん
ぬ
、
記
者
七
十
二
才
、
訪
ぬ
べ
し
ノ
ヽ
、
本
興
寺
述

法

華

授

記
　
一早
徳
四
年
間
四
月
上
旬
末
、
記
者
七
十

一
才

十

界

性

真
　
一早
徳
四
年
五
月
上
旬
、
七
十

一
才
述
、
訪
ぬ
べ
し
ノ
ヽ

十

界

互

具
　
一早
徳
四
閏
四
月
二
十
九
日
記
し
党
ん
ぬ
、
七
十

一
才
述

一ハ

根

外

境
　
一早
徳
四
年
六
月
十
六
日
記
し
寛
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才
な
り
、
訪
ぬ
べ
し
′
ヽ

一
一
界

増

減
　
一早
徳
四
年
五
月
十
二
日
記
し
党
ん
ぬ
、
記
者
七
十

一
才
な
り
、
病
中
之
を
記
す
、
訪
ぬ
べ
し
ノ
ヽ

九

識

証

拠
　
康
正
二
年
正
月
十
三
日
記
し
寛
ん
ぬ
、
記
者
七
十
二
才
、
訪
ぬ
べ
し
′
ヽ
、
尼
崎
本
興
寺
述
記

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

天

小

善
　
康
正
三
年
二
月
上
旬
記
し
寛
ん
ぬ
、
本
興
寺
、
記
者
七
十
二
才

処

智

力

信

五

品
　
　
　
　
　
記
者
七
十
才

天

感

佛
　
康
正
三
年
二
月
下
旬
、
本
興
寺
述
記

性

有

情
　
一早
徳
三
年
極
月
十
二
日
、
記
し
寛
ん
ぬ
、
記
者
満
七
十
才

木

成

佛

定

業

転

惑

同

体
　
康
正
三
年
正
月
二
十
四
日
記
し
党
ん
ぬ
、
本
興
寺
述
記
、
記
者
七
十
二
才
、
訪
ぬ
べ
し
ノ
ヽ

槃

四

依
　
康
正
三
年
二
月
下
旬
、
本
興
寺
、
記
者
七
十
二
才
、
訪
ぬ
べ
し
′
ヽ

「本
門
法
華
宗
開
述
顕
本
玄
文
止
三
大
部
略
大
意
抄
」
十
七
巻

本
抄
は

「
止
観
略
大
意
抄
」
の
下
に

「康
正
三
年
六
月
上
旬
、
尼
崎
本
興
寺
述
記
」
と
あ
れ
ば
、
隆
師
に
於
て
は
最
終
作
の
年
で
御
年

七
十
三
才
の
著
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は

玄
義
第

一
巻
抄
　
　
　
九
巻

玄
義
第

一
巻
抄
　
上
下
三
巻

玄
義
第
二
巻
抄
　
　
　
一
巻

玄
義
第
二
巻
抄
　
　
　
一
巻

メヽ ヨ:コミミ 型:芸 」にブkノ、
氾 三 決 草 無 人 四 補 人

-56-



文
句
第

一
巻
抄
　
　
　
一一巻

止
観
第

一
巻
抄
　
　
　
一一巻

と
な
つ
て
い
て
、
三
大
部
全
部
に
亘
る
解
説
で
は
な
く
、

「略
大
意
抄
」
と
い
う
題
号
に
見
ゆ
る
如
く
ヽ
三
大
部
の
略
大
意
を
記
述
せ

ら
れ
た
も
の
で

一
文

一
句
の
註
釈
で
は
な
い
こ
と
は
前
に
寸
言
し
た
通
り
で
あ
る
。
而
も
天
台
外
宜
述
面
の
意
に
対
し
て
天
台
内
鑑
本

密
の
意
を
明
了
に
記
述
せ
ら
れ
後
世
に
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
老
躯
を
以
て
の
執
筆
で
あ
る
か
ら
隆
師
自
身
も
三
大
部
全
体
に

亘
る
解
説
を
存
命
中
に
完
成
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
ら
れ
な
か
つ
た
に
違
い
な
い
。
と
に
か
く
体
力
の
許
す
限
り

一
巻
で
も
多
く
遺
し

た
い
と
い
う
念
願
か
ら
記
述
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
十
七
巻
と
な
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
若
し
体
力
と
健
康
が
許
す
な
ら
ば
こ
れ
よ
り
も
つ

と
多
く
な
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
う
す
暗
い
燈
下
で
痩
身
の
老
僧
が
覚
束
な
い
手
付
で
丹
念
に
筆
を
運
ば
れ
て
い
る
聖
容
を
偲

べ
ば
、
自
ら
眼
頭
に
熱
い
露
の
光
る
の
を
覚
え
て
な
ら
な
い
。
黍
い
哉
ノ
ヽ
。

四
、
聖
人

の
修
学
受
法
の
師

０
天
台
学
研
修
の
師

隆
師
の
染
衣
剃
髪
の
師
た
る
越
中
国
遠
成
寺
の
慶
寿
院
な
る
仁
は

一
体
何
宗
の
僧
で
あ
つ
た
か
、
今
そ
の
こ
と
を
確
実
に
立
証
す
る
を

得
ざ
る
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。

世
間
で
は
遠
成

寺
の
所
属
宗
派
に
つ
い
て
と
か
く
の
議
論
が
あ
る
が
、

遠

成
寺

は

「
久
遠
実
成
」

か
、
或
は

「久
遠
成
道
」
に
よ
つ
た
寺
号
で
あ
ろ
う
し
、
隆
師
の
僧
名
た
る

「深
円
」
は
恐
ら
く
法
華
玄
義
七
の
利
益
妙
の
下
、
流
通

の
利
益
を
明
す
中
に
あ
る

「深

覚
ノレ一円。
理
一名
け之
為
』佛
卜」

の
八
字
に
依
つ
て
名
け
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
、　
然
ら
ば
天
台
宗
だ
つ
た
の

か
と
い
え
ば

「深
円
日
立
」
と
い
つ
て
日
号
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
日
蓮
宗
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
蓮
宗
で
出
家
得
度

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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日
隆
聖
人
教
学
の
序
説

し
た
か
ら
こ
そ
、
数
年
を
経
て
上
洛
そ
の
本
山
た
る
妙
本
寺
に
入
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
前
言
せ
る
如
く
隆
師
は
専
門
的
な
法
華
宗
義
の
献
身
的
研
鑽
に
入
る
に
先
立
つ
て
、
天
台
宗
義
を
始
め
諸
宗
に
対
す
る
修
学
が
あ

つ
た
の
で
あ
る
が
、
諸
宗
は
と
も
か
く
と
し
て
天
台
教
学
は

一
体
誰
に
随
つ
て
修
め
ら
れ
た
か
。
今
そ
れ
を
知
る
由
も
な
い
。
隆
師
が

宗
要
集
佛
部
九

（量
〇
七一
）
に

記
者
の
愚
老
、
天
台
宗
の
室
に
入
り
形
の
如
く
二
・
八
帖
疏
の
教
重
の
上
に
、
行
証
の
二
重
を
極
む
と
雖
も
、
終
に
三
千
の
実
体
を

了
せ
ず
、
当
宗
に
還
つ
て
日
存

・
日
道
の
両
師
に
値
ひ
奉
つ
て
、
観
心
本
尊
抄

・
開
目
抄
相
伝
の
時
意
得
奉
る
も
の
な
り
。

と
あ
る
か
ら
、
天
台
教
学
に
対
す
る
修
学
研
究
は
相
当
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
伝
記
に
は
山
門

・
寺
門
等
を
遊
学
せ
ら

れ
た
と
あ
る
し
、
今
め
文
に
は

「天
台
の
室
に
入
り
」
と
あ
る
か
ら
事
実
叡
山
並
に
三
井
の
園
城
寺
に
留
学
し
た
に
相
違
な
い
が
、
叡

山
や
三
井
の
何
処
の
寺
で
誰
人
に
学
ん
だ
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
弘
経
抄
八
六

（業
一全
嗽
）
に
は

知
ん
ぬ
、

「菩
薩
道
時
」
と
云
ふ
故
に
因
位
の
寿
と
間
へ
た
り
。
山
門
法
華
堂
の
大
師

（嵌
蛉
球
鰤
一じ

御
自
筆
の
御
経
も

「時
」
の

字
こ
れ
あ
り
。
又
伝
教
大
師
志
賀
梵
釈
寺
の
経
を
勘
へ
た
ま
ふ
に
も
時
の
字
こ
れ
あ
り
。
守
護
章
に
之
を
引
き
た
ま
へ
り
。

と
て
、
叡
山
の
法
華
堂
の
法
華
経
典
や
滋
賀
梵
釈
寺
の
経
典
ま
で
も

「我
本
行
菩
薩
」
の
次
に
「時
」の
字
が
あ
る
こ
と
を
検
証
し
て
い

る
位
で
あ
る
か
ら
、
山
門

ｏ
寺
門
に
学
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。

「或
従
知
識
或
従
経
巻
」
の
中
の
受
法
の
智
識
は
何
人

か
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
隆
師
の
研
究
せ
ら
れ
た
経
巻
た
る
天
台
書
籍
は
三
大
部
本
末
は
勿
論
の
こ
と
、
日
本
天
台
に

於
て
も
伝
教
大
師
の
守
護
国
界
章

・
法
華
秀
句
等
は
も
と
よ
り
、
古
く
慈
覚

ｏ
智
証

ｏ
安
然

・
慧
心

・
檀
那
等
の
著
述
か
ら
中
古
天
台

の
二
帖
抄

・
八
帖
抄
等
及
び
そ
の
見
聞
類
、
総
じ
て
天
台
の
宗
要
、
義
科
等
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
そ
の
遺
著
に
よ
つ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
等
海
口
伝
抄
の
如
き
は
現
に
隆
師
所
持
本
と
し
て
写
本
が
尼
崎
本
興
寺
宝
蔵
に
存
し
て
い
る
。
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要
之
叡
山

・
三
井
に
於
け
る
天
台
学
の
師
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
台
学
を
研
修
に
す
る
に
つ
い
て
は
や
は
り
存

・
道
二
師
が
大
い
に
与

つ
て
力
あ
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

０
宗
学
受
法
の
師

隆
師
が
師
僧
た
る
日
露
上
人
よ
り
ど
れ
だ
け
宗
義
を
教
え
ら
れ
た
か
が
不
明
で
あ
る
。
今
隆
師
の
著
書
を
幡
い
て
も
殆
ん
ど
日
雰
師
の

こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
浅
学
の
筆
者
に
は
唯
弘
経
抄
八

一雖
崎
九一
）
に

一
流
義
に
云
ぐ
、
此
の
神
力
品
を
以
て
要
品
に
用
ふ
る
事
は
、
書
公
和
尚
御
夢
想
の
告
げ
に
依
て
之
を
用
ふ
る
な
り
。
さ
れ
ば
御

一
期

の
間
は
不
断
に
書
写
こ
れ
あ
り
。
其
れ
よ
り
己
来
尚
之
を
尊
む
な
り
。
然
れ
ば
諸
御
抄
又
殊
の
外
に
御
尊
敬
こ
れ
あ
り
。
殊
に
観
心

抄

・
大
田
抄

・
血
脈
抄
盛
ん
に
之
を
歎
じ
て
宗
旨
と
為
し
、
本
尊
出
世
の
依
経
と
崇
む
る
な
り
。

。
と
あ
る
を
見
る
の
み
。
之
に
依
れ
ば
審
師
も
妙
本
寺
貫
主
た
る
貫
緑
充
分
で
、
相
当
の
学
僧
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
隆
師
が
春
公
に
師
事

す
る
こ
と
十
八
才
ょ
り
二
十

一
才
に
至
る
僅
か
四
ケ
年
で
あ
る
し
、
審
公
は
何
と
い
つ
て
も
大
刹
の
貫
主
で
あ
り
、
隆
師
は
入
門
日
の

浅
い
若
輩
で
あ
っ
た
関
係
上
、
直
接
そ
の
警
咳
に
接
し
て
教
授
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
ら
し
く
、
台
当
二
家
の
教
学
共
に
存

ｏ
道
二

師
に
随
つ
て
修
習
受
法
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

既
に
二
十
年
に
及
び
東
西
に
馳
走
し
南
北
に
往
詣
し
て
此
を
尋
ね
之
を
求
む
。

（砂
暉
寺
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

と
あ
る
か
ら
、
両
師
は
既
に
台
学
を
修
得
し
て
後
、
本
宗
教
義
を
学
ば
ん
が
為
に
東
西
に
当
宗
の
章
疏
を
求
め
歩
い
た
、
そ
れ
が
二
十

年
間
だ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
相
当
な
労
苦
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
時
宗
学
研
究
を
や
る
の
に
、
天
台
章
疏
は
あ
る
に
し
て
も
当

宗
の
章
疏
を
求
め
る
こ
と
は
至
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
勿
論
印
刷
本
な
ど
は
な
く
皆
写
本
で
あ
つ
た
か
ら
。
隆
師
自
ち
も

高
祖
師

一
期
生
の
御
抄
在
々
所
々
の
寺
々
院
々
に
こ
れ
あ
り
。
返
す
′
ヽ
之
を
秘
し
て
悉
く
拝
見
に
及
ば
ず
一ｆ
。

（新
年
嘲
塔
一抄
）
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と
い
つ
て
い
ら
れ
る
し
、
ま
た
本
禅
寺
日
求
師
の

「童
壕
懐
覧
集
」
（嫁
∝
○
）に
は
十
三
種
の
主
要
御
書
名
を
挙
げ
て
、之
を
拝
覧
す
る

三
ケ
条
の
条
件
に
対
し
て
の
存

（中
”
胡
罐
と
▼

隆
二
師
の
誓
約
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、　
三
ケ
条
の
条
件
た
る
や
、　
一
に
は
此
等

の
御
書
を
拝
見
す
る
の
に
は
本
述
の
法
理
を
充
分
に
心
得
た
後
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
二
に
は
師
弟
の
契
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
、
三
に
は
師
匠

（噸
駐
”
）
存
日
の
間
は
案
内
を
経
て
人
に
授
く
べ
き
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

「
返
す
ノ
ヽ
之
を
秘
し
て
悉
く
拝
見
に

及
ば
ず
」
と
い
う
状
態
で
あ
つ
た
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
従
つ
て
諸
山
所
蔵
の
御
書
を
拝
見
し
よ
う
と
す
れ
ば
誓
約
書
（起
請
文
）
を
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
つ
た
。
然
る
に
幸
に
像
師
室
（拗
蓮
）
に
も
相
当
多
数
の
章
疏
が
存
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は

然
し
て
像
師
の
室
に
還
つ
て
求
法
の
誓
約
を
起
し
、
門
流
の
章
疏
を
拝
し
奉
る
。

（妙
願
寺
）
　

　

　

．

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
妙
本
寺
に
は
多
く
の
台
当
両
家
の
書
籍
が
存
し
て
い
た
ろ
う
が
、
審
公
遷
化
後
月
明
の
時
代

に
な
つ
て
は
同
寺
の
学
侶
等
も
、
そ
の
書
籍
を
経
い
て
充
分
に
教
義
を
学
ば
う
と
い
う
余
裕
も
な
く
ま
た
事
情
も
許
さ
な
か
つ
た
に
ち

が
い
な
い
。
而
も
月
明
に
至
つ
て
師
資
相
承
も
経
巻
相
承
も
絶
え
て
し
ま
つ
た
。

（妙
蓮
寺
血
脈
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
妙
本
寺

に
は
既
に
そ
の
教
学
が
天
台
か
ぶ
れ
し
て
い
て
、
宗
祖
像
公
以
来
の
伝
統
あ
る
宗
義
も
絶
え
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
隆
師
は
八
宗
違

目
抄
が
像
門
秘
蔵
の
御
書
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て

此
抄
は
日
像
門
流
よ
り
外
に
は
他
本
こ
れ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
当
流
代
々
内
証
相
承
血
脈
の
御
抄
な
り
。
本
述
の
事
を
尽
せ
り
。
此
抄

を
持
ち
な
が
ら
本
述
実
相

一
致
な
ん
ど
等
と
云
ふ
輩
天
下
に
流
布
す
Ｊ
〓
（部
鋼
妙
七一
恒
）

と
い
つ
て
い
る
。
八
宗
違
目
抄
は
当
時
妙
本
寺

ｏ
妙
蓮
寺
以
外
に
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
他
門
流
に
見
な
い
御
抄
ま
で
蔵
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
妙
本
寺
に
は
相
当
多
く
の
書
籍
を
所
蔵
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
之
を
披
見
す
る
者
す
ら
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
門
流
の
章
疏
を
指
置
い
て
天
台
の
章
疏
を
以
て
法
華
教
義
を
研
究
す
る
状
態
で
あ
る
か
ら
、
本
述
勝
劣
の
宗
義
が
絶
え
て
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し
ま
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
当
時
洛
陽
の
学
僧
た
る
妙
覚
寺
の
真
如
日
住
の
教
学
を
窺
え
ば
、
明
ら
か
に
中
古
天
台
の
観
心
主
義
の
教

学
で
あ
つ
て
宗
祖
以
来
相
承
せ
る
本
宗
教
学
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
日
存
聖
人
は
多
年
苦
心
研
鑽
の
結
果

「雨
後
日
存
天
性
、
本
法
の
眼
を
発
し
、
自
然
蓮
師
の
精
を
得
」

（訓
孵
ヽ

「
遠
近
不

間
な
り
と
雖
も
当
時
の
学
人
、
其
の
恩
を
承
け
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
純
然
た
る
宗
学
者
と
し
て
、
恐
ら
く
他
に
比
肩
す
べ
き
者
な
き

存
在
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
日
道
師
も
年
歯
は
隆
師
よ
り
僅
か
二
才
の
年
長
と
は
い
え
、
相
当
の
学
識
を
有
し
て
い
て
隆
師
に
秘
蔵
の
法

門
を
相
伝
し
た
こ
と
は
隆
師
の
遺
著
を
拝
す
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
而
ｔ
道
師
は
存
師
を
助
勢
し
存
師
の
学
問
と
弘
法
と
を
十

三
分
な
ら
し
め
ん
が
為
に
、
像
師
室
復
興
に
不
惜
身
命
の
努
力
を
払
わ
れ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
既
に
述
べ
た
通

り

で
あ

Ｚり
。

今
存

・
道
両
師
が
本
宗
の
教
義
を
研
究
し
そ
れ
を
集
大
成
せ
ら
れ
た
そ
の
経
遇
を
見
る
に
、
前
言
せ
る
如
く
二
師
協
力
し
て
宗
義
を
学

び
取
ら
ん
が
為
に
、
四
方
に
馳
走
往
詣
し
て
宗
門
の
御
書

・
章
疏
を
探
求
せ
ら
れ
、
果
て
は
隆
師
を
随
え
て
は
る
た
ヽ
越
後
本
成
寺
の

日
陣
聖
人
を
訪
問
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第

一
回
目
の
消
息
を
学
師
記
し
て
云
く

存

・
道
両
公
並
び
に
与
同
の
僧
侶
、
妙
本
寺
上
人
具
覚
和
尚
の
法
義
の
乱
衰
を
嘆
き
、
十
余
条
の
諫
鼓
を
鳴
ら
す
と
雖
も
、
都
て
微

望
だ
ｔ
達
せ
ず
剰
え
識
臣
の
謗
を
蒙
る
。
是
の
故
に

一
味
の
衆
徒
等
、
夷

・
（鮨
議
）
斉
の
憾
み
を
含
み
て
四
羅
に
徘
徊
し
、
喘

・
財

（諦
鰤
）
の
風
を
八
荒
に
訊
間
す
。
果
て
は
越
州
の
本
成
寺
に
到
り
日
陣
和
尚
に
謁
し
、
初
め
て
宗
門
の
枢
鍵
を
探
り
細
か
に
本
法
の

奇
密
を
聞
き
、
婁
々
猶
預
の
心
を
体
し
柳
か
求
法
の
志
を
届
ぐ

と
。
当
時
宗
門
各
門
流
諸
山
に
於
て
、
教
判
に
は
本
述

一
致
を
立
て
、
題
目
は
天
真
独
朗
無
作
本
覚
の
上
観
を
主
張
し
て
、
中
古
天
台

と
何
等
異
ら
な
い
宗
義
を
主
張
し
て
い
た
現
状
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
去
就
に
迷
い
思
案
に
余
つ
て
訪
間
せ
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。

日
隆
聖
人
教
学
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序
説
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と
こ
ろ
が
陣
師
に
謁
し
本
述
勝
劣
の
法
門
を
承
つ
て
疑
滞
氷
解
、
二
人
共
に
大
い
に
悦
ん
で
帰
山
し
た
。
帰
山
す
る
や
直
ち
に
像
師
室

に
於
て
之
が
復
興
事
業
を
起
す
と
同
時
に
屋
内
に
籠
り
て
は
宗
義
の
研
究
に
着
手
し
た
。
さ
れ
ば
学
業
い
よ
′
ヽ
進
み
所
解
の
宗
義
に

対
す
る
大
な
る
自
信
を
得
ら
れ
た
。
そ
こ
で
再
び
陣
師
を
訪
間
、
而
も
自
ら
会
得
せ
る
所
懐
の
法
義
を
数
通
の
文
言
に
記
載
し
て
陣
師

の
一
覧
に
供
し
た
。
と
こ
ろ
が
陣
師
は
之
を
開
し
て
全
く
歓
喜
し
大
い
に
称
歎
せ
ら
れ
た
。
こ
の
第
二
回
目
の
訪
間
の
状
況
を
日
学
師

記
し
て
云
く
、

存

ｏ
道
両
公
、
故
寺
に
帰
り
て

一
流
歴
代
の
遺
筆
を
純
明
せ
ら
あ
る
に
、
今
家
に
於
て
は
未
だ
上
行
要
付
の
法
水
を
濁
さ
ず
、
然
れ

ば
則
ち
数
通
の
文
言
を
撰
写
し
、
重
ね
て
北
地
に
赴
き
和
尚
の
所
覧
を
請
う
。
雨
の
時
陣
公
歓
喜
し
て
言
く
、

「幸
に
貴
流
に
於
て

は
正
理
あ
り
。
唯
近
代
疎
略
の
怠
り
を
恨
む
の
み
。
速
か
に
本
山
に
帰
り
て
求
法
の
忠
を
励
む
べ
し
。
門
家
の
禄
穣
と
成
り
法
舎
の

棟
梁
と
作
ら
ん
」
と
。

と
。
こ
の
訪
間
二
回
と
も
応
永
十
七
年
に
行
わ
れ
て
い
て
、
第

一
回
と
第
二
回
と
の
間
は
七
八
ケ
月
で
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
間
の

存

・
道
二
師
の
研
究
の
進
行
ぶ
り
に
陣
公
も
驚
嘆
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
既
に
両
師
に
於
て
は
久
し
い
間
の
研
究
に
よ
る
下
地

が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
存

・
道
二
師
は
翻
然
と
し
て
信
解
発
得
し
た
。

是
の
故
に
両
賢
帰
寺
し
て
私
か
に
陣
公
の
談
話
を
思
惟
す
る
に
猶
ほ
児
戯
の
如
し
。
所
謂
事
理
の
一
念
三
千
の
文
義
未
だ
整
は
ず
。

本
門
八
品
と

一
品
二
半
と
の
所
解
未
だ
足
ら
ず
。
玄
義
の
五
重
、
種
等
の
三
益
の
所
判
更
に
通
ぜ
ず
。
都
て
宗
旨
の
皮
肉
に
も
暫
ば

ず
、
何
ぞ
本
化
の
骨
髄
に
徹
せ
ん
や
。
（銅
）

と
あ
る
。
帰
山
し
て
後
日
陣
和
尚
の
談
話
を
重
慮
思
惟
し
て
み
れ
ば
同
和
尚
の
教
学
な
ど
は
児
戯
に
等
し
く
全
く
幼
稚
な
も

の
で
あ

る
。
教
理
に
於
て
は
理
の
一
念
三
千
と
事
の
一
念
三
千
と
の
文
義
が
未
だ
整
つ
て
い
な
い
し
、
教
相
に
於
て
本
門
八
品
と

一
品
二
半
と
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の
種
脱
の
明
解
な
相
違
が
な
い
し
、
題
目
論
に
於
て
は
五
重
玄
に
つ
い
て
外
宜
述
面
と
内
鑑
本
密
と
の
両
義
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で

な
い
し
、
佛
法
を
判
ず
る
の
に
種
熟
脱
の
三
益
を
以
て
基
準
と
す
る
こ
と
も
徹
底
し
て
い
な
い
。
ま
こ
と
に
宗
旨
の
皮
肉
に
及
ば
ず
、

況
や
本
化
の
骨
髄
に
徹
す
る
に
於
て
お
や
と
い
う
の
で
あ
る
。

学
師
存

・
道
二
師
の
法
労
を
讃
歎
し
て
云
く
、

髪
を
以
て
存
公
は
好
学
の
誉
れ
を
得
、
道
公
は
精
進
の
名
を
承
く
。
其
の
求
法
に
勉
む
る
や
則
ち
骨
を
忽
嶺
に
推
き
、
其
の
度
生
に

勤
む
る
や
則
ち
身
を
流
沙
に
投
じ
、
深
淵
に
臨
み
て
沈
倫
を
観
じ
、
薄
氷
を
履
み
て
奈
梨
を
恐
れ
、
三
毒
の
心
馬
を
蒐
め
て
六
欲
の

の
意
猿
を
懲
ら
す
。

と
。
こ
こ
に
至
つ
て
存

・
道
二
師
は
本
地
宗
義
の
骨
髄
に
徹
し
、
中
古
天
台
に
迷
酔
せ
る
諸
門
流
の
修
解
の
大
謗
法
な
る
こ
と
を
明
瞭

に
観
取
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
学
師
は

無
為
を
観
じ
て
為
と
為
し
、
無
作
を
観
じ
て
作
と
作
す
。
終
に
所
得
の
智
水
を
以
て
日
隆
の
頂
に
灌
ぐ
。
日
隆
彼
の
遺
体
を
稟
け
て

頻
り
に
佛
法
を
興
す
。

と
記
し
て
い
る
。
中
古
天
台
は
本
門
の
無
為
本
覚
、
無
作
三
身
を
主
張
す
る
が
、
彼
等
は
天
真
独
朗
、
本
述
未
分
の
重
を
以
て
無
作
三

身
の
実
佛
、
無
為
自
然
の
本
法
と
為
す
の
で
あ
る
が
、
わ
が
宗
祖
日
蓮
大
士
顕
発
の
真
実
の
本
覚
と
は
無
為
を
超
え
た
有
為
、
無
作
の

至
極
し
た
有
作
、
始
覚
、
始
覚
と
始
覚
の
修
行
を
久
遠
劫
の
間
積
み
重
ね
た
無
始
無
終
の
報
身
本
佛
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
当

時
の
習
損
い
の
天
台
宗
並
に
天
台
か
ぶ
れ
し
た
宗
門
諸
門
流
の
教
義
と
全
く
異
つ
た
宗
祖
伝
来
の
本
義
を
以
て
日
隆
聖
人
に
灌
頂
付
法

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
隆
師
は
文
句
第

一
の
最
初
に
章
安
尊
者
の
記
す
る
六
難
を
本
門
の
立
場
よ
り
解
説
す
る
に
第
四
、
五
、
六
難
に
つ
い
て

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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但
し
四
五
六
の
難
を
日
蓮
大
士
御
出
世
己
後
に
約
せ
ば
恐
ら
く
は
当
門
流
計
り
に
限
る
べ
き
な
り
。
例
て
自
開
悟
と
は
日
存

ｏ
日
道

な
り
、
間
師
講
と
は
日
隆
等
の
諸
弟
子
な
り
、　
一
遍
記
と
は
本
興
寺
流
自
作
の
諸
聖
教
な
リ
メ
バ。
（雖
輪
↑
）

と
い
い
、
宗
祖
大
聖
人
は
別
と
し
て
、
宗
祖
の
滅
後
に
於
て
は
本
佛
釈
尊
の
本
懐
た
る
本
門
八
品
上
行
要
付
の
三
大
秘
法
を
、
自
ら
開

悟
せ
ら
れ
た
る
は
存

ｏ
道
二
師
で
あ
り
、
存

・
道
二
師
の
自
開
悟
の
義
を
聴
聞
せ
る
者
は
日
隆
自
身
及
び
そ
の
末
流
で
あ
る
と
せ
ら
れ

て
い
る
し
、
ま
た
存

・
道
二
師
を
称
讃
敬
慕
し
て

諸
門
流
の
人
々
は
上
行
菩
薩
に
勝
れ
た
る
釈
尊
第

一
の
御
弟
子
な
る
故
に
釈
尊
よ
り
直
授
し
て
之
を
取
る
な
り
。
日
存

・
日
道
の
二

師
は
数
な
ら
ざ
る
下
劣
の
御
事
に
て
こ
れ
あ
り
。
故
に
釈
尊
よ
り
以
要
言
之
し
て
上
行
の
御
手
に
請
取
り
た
ま
ひ
た
る
妙
法
蓮
華
経

を
日
蓮
大
士
の
御
手
よ
り
取
り
た
ま
ふ
な
り
。
所
謂
本
門
八
品
是
れ
な
り
。
（綱
勁
一ご

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
聖
人
の
学
問
的
態
度

０
日
隆
聖
人
は
真
摯
な
求
道
者
で
あ
る
と
同
時
に
熱
烈
な
弘
教
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
学
問
は
単
に
多
聞
強
識
を
目
的
と
せ
る
学
問
で
な
い

こ
と
は
勿
論
、
唯
自
己
の
発
心
求
道
の
為
ば
か
り
で
な
く
、
専
ら
末
代
群
類
救
済
の
弘
法
に
資
す
る
為
の
学
問
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に

聖
人
は
本
佛
の
結
要
付
嘱
の
経
証
に
則
り
宗
祖
の

「捨
二広
略
一好
二肝
要
こ
　
の
教
誨
並
に
妙
楽
大
師
の

「説
二法
華
一唯
存
二大
綱
一不
レ

事
二網
目
こ

の
指
南
に
従
つ
て
、
極
力
広
学
多
間
を
排
斥
し
て
唯
大
綱
を
存
し
肝
要
を
撮
る
の
方
式
を
以
て
せ
ら
れ
た
。
即
ち
弘
経
抄

一
、一
一一一
（隆
雑
一一一
一
）
に

。
当
宗

は
此

の
義

（
恢
綸
妹
鮮
」
な
け
動
Ю
峨
殖
捌
）
に
共
許
し
て
広
学
多
間
を
好
む

べ
か
ら
ず
、
広
学
多
間
は
末
世

の
正
意
に
あ
ら
ず
、
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末
世
の
正
意
は
広
略
を
捨
て
要
を
取
り
、
要
の
信
行
、
要
の
説
法
、
要
の
修
学
、
要
の
御
抄
本
書
、
要
の
論
義
な
り
。
末
世
は
最
極

の
初
心
始
行
な
り
。
広
学
を
示
せ
ば
還
て
正
行
を
失
ふ
故
に
、
佛
以
要
言
之
し
て
総
じ
て
は
本
門
八
品
、
殊
に
は
分
別
品
の
後
半
よ

り
広
学
多
間
の
六
度
三
学
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
の
要
法
に
収
め
、
廃
事
存
理
し
て
初
心
を
益
す
る
な
り
。
（噸
紋
ゲ
郭
一新
妙
）

と
示
さ
れ
て
い
る
。

０
聖
人
当
時
の
法
華
宗
内
の
東
西
諸
山
に
於
け
る
教
学
は
、
殆
ん
ど
当
時
流
行
の
教
相
否
定
観
心
偏
重
主
義
の
中
古
天
台
の
教
学
に
影
響

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
故
に
隆
師
は
宗
祖
の
御
抄
や
天
台
三
大
部
を
理
解
す
る
に
当
つ
て
も
、
そ
の
中
古
天
台
的
な
潜
入
主
を
全

く
捨
て
て
し
ま
つ
て
素
直
に
こ
れ
ら
を
拝
見
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
私
新
抄
七

⌒殊
罐
七
）
に
は

願
く
は
偏
執
を
捨
て
て
正
義
に
帰
し
、
蓮
師
の
御
判
釈
を
心
に
入
れ
て
蓮
師
を
勧
請
し
奉
り
て
祈
誓
を
致
さ
ば
、
何
ぞ
正
理
を
得
ざ

ら
ん
や
。
習
ひ
損
ひ
の
天
台
家
の
消
息
を
以
て
蓮
師
の
文
体
を
い
や
し
く
思
ひ
て
深
理
の
含
め
る
事
を
知
ら
ず
、
文
字
に
つ
け
て
大

都
を
忘
れ
た
り
。
は
や
く
邪
教
を
捨
て
て
蓮
師
の
正
義
に
帰
す
べ
し
。

口
伝
に
云
く
、
蓮
師
の
心
智
を
以
て
述
門
並
に

一
代
諸
経
を
照
見
し
た
ま
へ
ば
、
本
門
の
一
部

一
経
に
あ
ら
ぎ
る
事
な
し
。

と
い
い
、
ま
た
弘
経
抄
九
九

⌒隆
崎
対
一。
）

末
法
に
入
つ
て
日
蓮
大
士
を
弘
め
、
正
像
述
門
の
諸
宗
を
破
つ
て
本
門
本
尊
三
大
秘
法
を
顕
し
、
折
伏
を
行
じ
て
不
軽
の
如
く
毒
鼓

の
縁
を
結
び
本
門
法
華
宗
を
顕
す
べ
き
と
こ
ろ
に
、
学
者
謬
解
し
て
本
述

一
致
と
云
つ
て
本
門
の
本
尊
を
滅
亡
せ
し
め
て
悉
く
謗
法

に
成
り
畢
ん
ぬ
。
乞
願
く
は
情
執
を
す
て
て
御
抄

ｏ
本
書
を
正
直
に
拝
見
す
べ
し
。

と
明
さ
れ
て
い
る
。

０
さ
て
そ
こ
で
宗
祖
大
聖
人
の
御
書
と
天
台
三
大
部
と
に
対
す
る
研
究
態
度
で
あ
る
が
、
御
抄
を
以
て
能
開
能
照
と
し
、
三
大
部
本
末
を

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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所
開
所
照
と
し
て
、
宗
祖
の
御
書
の
立
場
よ
り
天
台
三
大
部
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
弘
経
抄
九
八

（隆
唯
肝
Ю
）
に

当
門
流
に
は
久
年
の
間
諸
方
に
法
理
を
求
む
。
恐
ら
く
は
諸
御
抄
を
極
む
る
こ
と
数
百
遍
に
及
び
、
玄
文
止
六
十
巻
を
極
め
、
内
鑑

外
宜
述
本
流
通
を
分
つ
て
、
諸
御
抄
を
以
て
能
開
能
照
と
為
し
、
玄
文
止
を
以
て
所
開
所
照
と
為
し
て
、
開
述
顕
本
の
上
に
本
門
法

華
宗
を
立
て
、
天
台
宗
の
諸
聖
教
に
於
て
真
偽
を
加
へ
、捨
邪
帰
正
し
て
之
を
用
ひ
て
助
縁
と
為
す
。
畷
扱
猟
幕
紗
一九（帷
釜
〇一
つ
て
等

と
あ
る
。
こ
れ
が
本
宗
学
徒
と
し
て
の
学
問
の
定
軌
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
時
天
台
か
ぶ
れ
の
し
た

法
華
宗
と
し
て
は
御
書
第

一
主
義
を
忘
れ
て
法
華
経
を
解
す
る
の
に
多
く
は
天
台
の
所
釈
を
以
て
第

一
義
と
し
、
こ
の
立
場
よ
り
む
し

ろ
却
つ
て
宗
祖
の
御
書
を
交
合
解
釈
し
て
い
た
の
が
事
実
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
隆
師
が
私
新
抄
三

（嫁
赴
）
に

当
世
の
法
華
宗
は
蓮
師
の
素
意
を
忘
れ
、
在
世
滅
後
の
教
相
を
知
ら
ず
、
三
時
の
遺
付
を
乱
し
智
者
愚
者
を
弁
へ
ず
、
時
機
に
迷
謬

し
本
師
の
遺
教
に
背
け
り
。
ひ
た
す
ら
に
天
台
伝
教

。
の
智
者
の
解
行
を
以
て
末
法
悪
世
の
時
機
に
同
じ
て
、
六
十
巻
の
所
釈
を
以
て

高
祖
の
御
抄
に
交
合
せ
る
謬
の
甚
し
き
も
の
な
り
。　
類
文
、
同
抄
四

（同
上
一
〇
こ

一
帖
抄

（写
本
）

と
あ
り
、
ま
た
弘
経
抄
五
一
（雖
給
∝
）に

宗
旨
無
案
内
の
諸
談
所
経
歴
習
ひ
損
ひ
の
諸
門
流
、
止
観
を
以
て
能
開
能
照
と
為
し
、
諸
御
抄
を
以
て
所
開
所
照
と
為
し
て
、
本
述

一
致
の
邪
見
に
堕
し
謗
法
を
起
す
小
智
の
末
学
、　
一
天
に
充
満
せ
り
。
不
便
一ｆ
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
実
例
と
し
て
陣
伝
間
答
に
於
て
本
述

一
致
義
を
主
張
せ
る
本
国
寺
日
伝
の
資
、
大
智
院
日
聰
の
五
十
五
ケ
条
の
難
勢
は
、
今
之
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
陣
師
の

「本
述
同
異
決
」
を
以
て
之
を
計
る
に
、
本
述

一
致
義
の
証
文
は
殆
ん
ど
天
台
三
大
部
中
よ
的
そ

の
根
拠
を
求
め
て
い
る
の
で
宗
祖
の
御
書
中
よ
り
の
引
証
が
実
に
蓼
々
た
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
さ
れ
ば
隆
師
も
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口
伝
に
云
く
、
師
仰
せ
に
云
く
、
六
条
本
国
寺
の
聖
人
日
聰
、
五
十
五
ケ
条
と
云
ふ
抄
を
作
つ
て
、
五
重
玄
に
約
す
れ
ば
体
章
に
は

本
述
異
な
く
宗
用
に
は
本
述
に
勝
劣
あ
り
と
判
じ
た
ま
ふ
は
、
三
大
章
疏
の
事
面
に
は
相
叶
ひ
た
れ
ど
も
、
五
重
玄
の
義
理
に
迷
乱

せ
る
人
な
り
云一〓。
（瓢
釧
炒
一一）

と
評
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
隆
師
は
三
大
部
と
宗
祖
の
御
書
と
を
相
対
し
て
軽
重
を
立
て
、
御
書
の
立
場
よ
り
三
大
部
を

見
れ
ば
三
大
部
に
於
て
文
面
と
文
裏
と
の
両
義
が
あ
り
、
三
大
部
を
学
ぶ
に
は
そ
の
文
裏
の
本
門
の
意
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
私
新
抄
九

覚
一
麓
一し
に

仰
せ
に
云
く
、
天
台
の
玄
文
止
六
十
巻
と
高
祖
の
諸
御
抄
と
相
対
し
て
之
を
判
ず
れ
ば
種
々
の
差
別
あ
り
。
…
…
…
願
く
は
高
祖
の

遺
教
を
あ
な
づ
る
こ
と
な
く
、
文
体
を
い
や
し
む
る
こ
と
な
く
、
但
大
綱
を
取
つ
て
文
義
の
淵
底
を
示
す
べ
し
。
門
徒
の
学
者
又
法

愛
を
作
す
こ
と
な
く
私
心
を
捨
て
て
偏
に
佛
法
の
正
味
に
心
を
懸
く
べ
し
。
玄
文
止
六
十
巻
の
面
と
高
祖
の
判
釈
の
面
と
相
対
す
れ

ば
天
地
の
如
し
。
玄
文
止
の
裏
と
御
抄
の
面
と
相
望
す
れ
ば
御
抄

ｏ
本
書
こ
れ
同
じ
。
是
れ
内
鑑
冷
然
の
辺
な
り

と
示
さ
れ
て
い
る
。

口
さ
て
天
台
三
大
部
に
於
け
る
文
面
と
文
裏
と
の
両
義
で
あ
る
が
、
三
大
部
の
文
面
は
天
台
大
師
の
外
適
時
宜
の
面
即
ち
像
法
流
通
の
述

門
法
華
経
の
意
義
を
解
説
せ
る
も
の
で
あ
り
、
三
大
部
の
文
裏
は
天
台
大
師
の
内
鑑
冷
然
の
辺
即
ち
末
法
流
通
の
本
門
法
華
経
を
詮
顕

せ
る
も
の
で
あ
る
。
隆
師
は
弘
経
抄

一
〇
〇

（隆
量
一一一Ю
）
に

当
門
流
両
師
仰
せ
に
云
く
、
天
台
妙
楽
の
玄
文
止
六
十
巻
に
、
内
鑑
冷
然
の
辺
と
外
適
時
宜
の
辺
と
の
二
筋
こ
れ
あ
り
。
其
の
中
に

内
鑑
の
辺
は
本
門
の
意
を
宣
ぶ
る
な
り
。
故
に
諸
御
抄
に
同
じ
。
吾
流
天
台
伝
教
と
記
し
た
ま
ふ
は
此
の
意
な
り
。
此
の
内
鑑
本
門

流
通
の
玄
文
止
は
玄
文
止
六
十
巻
の
裏
の
文
底
に
こ
れ
あ
り
。
此
の
内
鑑
の
玄
文
止
等
は
諸
御
抄
と
こ
れ
同
じ

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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教
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の
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と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
体
外
適
時
宜
と
内
鑑
冷
然
の
こ
と
は
、
も
と
止
観
の
五
（た
八
）に

「天
親

・
竜
樹
内
鑑
冷
然タリ
外
ニハ適
ニフ時ノ
宜シ
一キヶ

榔
二所ァ］拠
ノレ」
と
あ
る

に
由
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
台
大
師
の
竜
樹

・
天
親
観
で
、
像
法
の
導
師
た
る
天
台
大
師
の
立
場
に
於
て
竜
樹

・
天
親
を
観
れ

ば
、
外
宜
と
内
鑑
と
の
二
面
が
あ
り
、
竜
樹

・
天
親
の
外
宜
の
面
は
権
教
た
る
諸
大
乗
経
を
指
す
の
で
あ
り
、
内
鑑
の
辺
は
実
教
た
る

法
華
経
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
鑑

・
外
宜
を
わ
が
宗
祖
大
士
が
南
岳

・
天
台
等
の
像
法
の
導
師
を
観
る
場
合
に
も
適
用

す

る

こ
と

が
で
き
る
。
即
ち
宗
祖
が
観
心
本
尊
砂

（組
か
」
仁
）
に

像
法
中
、
観
音

・
薬
王
示
二現
南
岳

・
天
台
等
一出
現
以
二述
門
一為

面̈
卜以
二本
門
一為
け裏
百
界
千
如

一
念
三
千
尽
二其
義
一。　
但
論
二
理

具
一事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
並
本
門
本
尊
未
二広
行
ブ之

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
宗
祖
の
立
場
よ
り
南
岳

ｏ
天
台
を
観
れ
ば
外
宜
の
面
は
述
面
本
裏
の
述
門
法
華
経
で
あ
り
、
内
鑑
の
辺
は
本
面

述
裏
の
法
華
経
、
ま
た
は
本
門
八
品
体
内
の
本
地
法
華
経
で
あ
る
。
さ
れ
ば
天
台
大
師
が
三
大
部
の
文
面
に
宣
べ
ら
れ
た
の
は
外
宜
述

門
の
意
で
あ
り
、
三
大
部
の
文
裏
に
秘
さ
れ
た
も
の
は
内
鑑
本
門
の
意
で
あ
る
。
宗
祖
が
太
田
左
衛
門
尉
御
返
事

（
一縮
七
壬
し

に

天
台
大
師
は
玄
文
止
観
に
秘
せ
ん
と
思
召
し
し
か
ど
も
、
末
代
の
為
に
や
止
観
十
章
の
第
七
正
観
章
に
至
つ
て
粗
々
書
か
せ
給
ひ
し

か
ど
も
、
薄
葉
に
釈
を
設
け
さ
せ
て
止
み
給
ひ
ぬ
。
但
理
観
の
一
分
を
示
し
て
、
事
の
一
念
三
千
を
ば
掛
酌
し
給
ふ
。
彼
の
天
台
大

師
は
述
化
の
衆
な
り
。
此
の
日
蓮
は
本
化
の
一
分
な
れ
ば
、
盛
ん
に
本
門
事
の
分
を
弘
む
べ
し
。

と
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
外
宜

ｏ
内
鑑
の
こ
と
で
あ
る
。

隆
師
は
四
帖
抄
（
珊
初
七
）
に
天
台
の
外
宜

ｏ
内
鑑
両
意
の
三
大
部
に
つ
い
て
委
細
に
説
か
れ
て
い
る
。

天
台
所
説
の
玄
文
止
に
於
て
二
筋
こ
れ
あ
り
。
内
鑑
は
本
門
、
外
縁
は
述
門
な
り
。
都
合
す
れ
ば
述
面
と
本
裏
と
の
玄
文
止
な
り
。

―-68 -



内
証
本
裏
の
辺
を
ば
末
代
同
我
の
後
哲
に
贈
ら
ん
が
為
に
、
文
底
に
秘
し
て
之
を
沈
め
日
蓮
聖
人
に
贈
り
奉
る
一〓云
。

外
縁
述
面
の
辺
は
当
座
の
像
法
の
根
機
に
逗
じ
て
熟
益
を
成
ず
。
…
…
…
働
て
法
華
経
に
付
て
玄
文
止
を
造
る
。

謂
る
玄
義

は
釈

名
、
文
句
は
入
文
釈
、
止
観
は
大
意
な
り
。
釈
に
云
く
、
天
台
大
師
弘
一法
華
経
一大
意
、
釈
名
、
判
文
三
。
止
観
十
章
、
大
意
五
略

経
大
意
也
。
玄
義
五
章
、
七
番
共
解
、
五
重
各
説
、
経
題
目
也
。
文
句
四
悉
、
四
種
消
釈
経
判
文
也
と
云
へ
り
。
此
の
如
く
玄
文
止

は
述
門
流
通
の
意
な
り
。
此
の
玄
文
止
は
教
観
を
以
て
肝
要
と
為
す
。
玄

・
文
は
在
世
の
教
相
、
止
観
は
滅
後
の
観
心
な
り
。

次
に
本
門
流
通
の
玄
文
止
は
即
ち
日
蓮
大
士
本
門
流
通
の
得
分
な
り
。
所
以
に
像
法
随
他
の
辺
を
述
門
に
附
順
す
と
雖
も
、
内
証
は

本
地
寿
命
海
の
内
に
有
つ
て
末
代
先
序
の
為
に
本
門
の
密
意
を
以
て
玄
文
止
を
作
り
、
末
代
同
我
の
後
哲
日
蓮
大
士
に
贈
れ
り
。
日

蓮
大
士
は
即
ち
玄
文
止
の
底
下
を
見
た
ま
へ
ば
、
本
門
流
通
上
行
要
付
の
妙
法
蓮
華
経
こ
れ
あ
り
。
所
謂
玄
文
止
は
即
ち
南
無
妙
法

蓮
華
経
な
り
。
さ
れ
ば
三
大
部
は
即
ち
玄
義

一
大
部
な
り
。
玄
義
五
重
玄
の
中
然
章
実
相
三
諦
を
止
観
に
移
し
て
三
千

三
観

と
号

す
一ム云
。　
又
体
宗
用
を
文
句
に
移
し
て
四
種
と
号
す
。
故
に
三
大
部
は
即
ち

一
大
部
な
り
。　
…
…
…
此
の
上
観
心
抄
の
末
に

一
部
を

結
す
る
時
、　
一
念
三
千
を
以
て
妙
法
五
字
に
裏
み
止
観
を
去
つ
て
玄
義
に
還
る
玄
義
は
即
ち
末
代
初
心
始
行
下
種
結
縁

の
能
釈

な

り
。
働
て
玄
文
を
去
つ
て
止
観
に
移
る
玄
義
は
在
世
正
宗
の
玄
義
な
り
。
後
に
止
観
を
去
つ
て
玄
義
に
還
る
玄
義
は
本
門
八
品
上
行

要
付
の
以
要
言
之
の
玄
義
な
り
。

右
の
文
意
を
表
解
す
れ
ば

「釈人解
釈

印心〕五
義
釈

貯
釈
″
観
心

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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と
な
る
。
本
門
流
通
内
鑑
本
密
の
三
大
部
は
本
門
八
品
上
行
要
付
の
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
釈
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
大
部
と
い
え

ど
も
結
局
は
玄
義

一
大
部
で
あ
る
。
内
鑑
本
密
の
文
句
は
総
名
体
具
の
本
地
法
華
経

一
部
の
入
文
判
釈
で
あ
つ
て
、
総
名
所
摂
の
外
宗

用
を
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
止
観
の
観
心
は
総
名
所
摂
五
重
玄
義
の
中
の
体
玄
義
た
る
三
千
三
諦
の
実
相
観
を
宣
ぶ
る
を
以
て
結
局
三

大
部
は
玄
義

一
大
部
に
帰

一
す
ヶ
の
だ
と
い
う
隆
師
の
巧
釈
ま
こ
と
に
尊
い
限
り
で
あ
る
。
隆
師
は
事
実
蓮
祖
の
指
南
に
基
い
て
天
台

三
大
部
を
外
宜
述
門
と
内
鑑
本
門
と
の
両
意
を
釈
出
し
、
天
台
内
鑑
の
密
意
を
撮
つ
て
本
宗
の
教
判

ｏ
教
義

二
否
日
・
観
心
等
を
詮
顕

せ
ら
れ
た
も
の
が
、
即
ち

「開
述
顕
本
三
大
部
略
大
意
抄
」
で
あ
る
。

０
当
時
の
法
華
宗
諸
山
の
教
学
は

一
二
の
例
外
を
別
と
し
て
、
そ
の
殆
ん
ど
が
天
台
宗
の
叡
山
や
武
州
の
仙
波
に
於
て
学
び
取
つ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
天
台
中
古
の
章
疏
を
重
視
し
て
我
が
宗
祖
の
御
書
を
軽
視
す
る
傾
向
で
あ
つ
た
。
従

つ
て
天
台
の
章
疏
を
以
て
宗
祖
の

御
抄
を
解
説
す
る
の
非
を
敢
え
て
為
し
て
い
た
状
態
で
あ
つ
た
。
隆
師
は
そ
の
非
を
批
判
し
宗
祖
の
御
書
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に

せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
私
新
抄
八
（一一
モ
八
）
に

何
に
も
日
蓮
聖
人
の
御
判
釈
に
信
心
を
強
盛
に
致
し
て
願
力
を
発
し
て
日
夜
朝
暮
に
之
を
拝
見
し
、
か
な
が
き
、
お
て
字
、
下
り
が

き
、
文
体
の
不
定
な
る
事
を
目
に
懸
け
ず
、
法
門
の
大
都
か
う
が
い
（梗
概
）
を
見
て
取
る
べ
し
。
全
く
自
讃
毀
他
に
非
ず
道
理
の
然

ら
し
む
る
処
な
り
。
末
代
に
は
蓮
師
の
所
釈
、
天
台

・
妙
楽
の
六
十
巻
に
相
順
せ
り
。
菩
提
心
を
発
し
て
玄
文
止
三
大
章
疏
を
能
く

能
く
之
を
見
る
べ
し
。
但
大
綱
を
取
つ
て
網
目
を
事
と
せ
ざ
る
は
是
れ
末
代
学
門
の
儀
式
な
り
。
当
宗
の
諸
御
抄
但
大
綱
を
取
つ
て

網
目
を
判
ぜ
ず
、
網
目
は
末
代
の
機
に
当
ら
ざ
る
根
機
鈍
な
る
が
故
な
り
。
広
略
を
捨
て
て
要
を
取
る
と
蓮
師
定
め
置
き
た
ま
ふ
、

時
機
に
鑑
み
て
仰
せ
ら
る
る
な
り
。
相
構

へ
相
構

へ
て
広
学
多
間
を
好
む
べ
か
ら
ず
。
所
詮
た
る
肝
心
の
至
理
に
目
を
懸
け
心
地
の

解
了
を
深
く
致
し
て

一
代
の
判
教
、
権
実
本
述
の
大
意
を
直
ち
に
天
台

・
妙
楽
の
本
末
の
釈
義
に
入
れ
て
之
を
見
る
べ
し
。
天
台
家
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に
は
根
本
迷
乱
す
且
く
之
を
置
く
。
六
十
巻
の
法
門
は
悉
く
先
徳
の
中
古
の
明
匠
乃
至
当
時
盛
ん
に
迷
惑
せ
り
。
彼
の
家
の
所
釈
を

正
義
と
意
得
て
之
を
見
る
べ
か
ら
ず
。
高
祖
の
法
門
委
細
に
伝
受
し
畢
ら
ば
助
縁
に
之
を
用
ふ
る
事
相
違
に
非
ず
。
彼
の
天
台
宗
は

事
よ
り
理
に
入
り
、
蓮
師
の
門
流
は
事
よ
り
理
に
向
ふ
の
不
同
な
る
べ
し
。
此
の
如
く
口
伝
し
て
天
台

・
当
宗
の
判
釈
之
を
見
る
べ

し
。
彼
の
天
台
宗
に
は
権
実
を
以
て
宗
教
と
為
し
、
此
の
宗
は
本
述
を
以
て
宗
旨
と
為
す
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。
隆
師
の
御
書
に
対
す
る
態
度
は
徹
底
的
に
絶
対
視
し
、
他
の
章
疏
を
以
て
御
書
を
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
御
書

・

本
書
を
拝
す
る
に
於
て
も
先
づ
前
に
言
う
如
く
宗
祖
の
御
書
を
以
て
能
照
能
見
と
し
天
台
の
三
大
部
を
所
照
所
見
と
し
て
御
書
の
意
を

以
て
三
大
部
を
解
釈
す
べ
き
こ
と
、
次
に
天
台
宗
の
章
疏
に
し
て
も
直
接
に
天
台

・
妙
楽
の
三
大
部
本
末
に
就
い
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
、

三
に
は
天
台
中
古
の
明
匠
は
三
大
部
に
つ
い
て
悉
く
迷
乱
し
て
い
る
か
ら
、
之
を
直
ち
に
正
義
と
心
得
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
せ
ら

れ
て
い
る
。
而
し
て
隆
師
は
諸
御
書
に
於
て
観
心
本
尊
り
を
以
て
最
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
弘
経
抄
七
五

（隆
量
○
嵌
）
に

働
て
諸
御
抄
の
法
門
は
第
二
教
相
の
上
に
只
肝
要
を
取
る
大
綱
の
一
筋
な
り
。
是
れ
末
法
下
種
の
本
門
の
本
尊
の
教
相
な
り
。
此
の

本
門
の
本
尊
の
出
処
は
涌
出
品
己
下
八
品
な
り
。
是
の
上
行
付
嘱
の
本
尊
は
釈
尊
出
世
の
本
懐
な
り
。
さ
れ
ば
諸
御
抄
の
中
に
は
観

心
本
尊
抄
を
以
て
総
の
肝
要
と
為
す
。
既
に
八
品
を
以
て
滅
後
の
本
尊
と
為
し
て
下
種
結
縁
を
成
ず
る
な
り
。
総
じ
て
は
観
心
抄

一

巻
此
の
意
な
り
。
別
し
て
は

「今
本
時
娑
婆
…
…
…
」

等
と
い
つ
て
い
る
。
滅
後
下
種
の
本
門
の
本
尊
を
顕
説
す
る
こ
と
本
門
八
品
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
解
説
立
証
す
る
ｔ
の
は
観
心
本
尊

抄
で
あ
る
。
本
尊
抄

一
部
を
以
て
本
門
八
品
所
顕
上
行
要
付
の
本
尊
を
証
す
る
総
証
と
し
、
本
尊
抄
中
よ
り
別
文
を
出
し
て
別
証
と
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
別
証
の
中
に
義
証
と
文
証
と
を
出
さ
れ
て
い
る
。
か
く
本
尊
抄
が
滅
後
末
法
下
種
の
本
尊
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
解

説
立
証
す
る
故
に
同
抄
を
以
て
諸
御
抄
中
の
総
要
書
と
す
る
の
で
あ
る
。

日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
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付
、
法
談
に
於
け
る
用
意

十
三
間
答
抄
上

（蝶
量
○
）
に

所
詮
法
華
宗
の
法
談
に
顕
密
の
二
意
あ
る
べ
し
。
顕
と
は
何
な
る
甚
深
の
法
門
な
れ
ど
も
、
初
心
の
僧
尼
、
檀
那
等
に
宜
し
か
ら
ざ

ら
ん
者
の
広
所
の
法
談
に
之
を
略
し
、
謗
心
を
起
さ
ざ
る
趣
に
取
成
し
て
法
談
を
成
す
な
り
。
密
と
は
当
宗
開
会
観
心
の
法
門
に
は

必
ず
謗
法
を
起
す
な
り
。
日
像
聖
人
之
を
禁
じ
て
云
く
、
教
観
の
異
を
弁
ぜ
ざ
る
初
心
の
者
に
対
し
て
開
会
観
心
の
法
門
を
云
ふ
べ

か
ら
ず
一ム云
。
之
を
沙
汰
す
れ
ば
必
ず
謗
心
を
起
し
折
伏
を
妨
ぐ
。

若
し
又
法
談
の
能
化
は
即
ち
法
理
の
淵
底
を
深
く
心
中
に
染
め
ざ
れ
ば
、
又
聴
衆
巨
益
な
し
。
進
退
此
に
谷
ま
る
大
事

の
宗

義

な

り
。
所
詮
能
化
と
な
り
し
人
は
本
書

・
御
抄
を
能
く
能
く
極
め
尽
し
て
教
相
の
開
会
、
観
心
の
元
意
ま
で
も
深
く
心
中
に
染
め
て
口

に
は
事
相
の
教
相
を
弁
ず
れ
ば
殊
勝
々
々
一〓
云
。
但
し
諸
御
抄
の
教
相
の
開
会
、　
信
心
の
観
心
を
意
得
あ
る
べ
き
な
り
。　
世
流
布
の

天
台
学
者
習
ひ
損
ひ
の
教
相

・
観
心
を
云
へ
ば
謗
法
と
成
る
べ
き
な
り
。

と
あ
つ
て
、
法
談
に
顕
密
の
両
意
あ
る
こ
と
、
法
談
に
当
る
能
化
た
る
人
は
法
理
の
淵
底
を
充
分
心
得
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
誠
め
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
日
像
聖
人
の
口
決
は
、
禁
制
六
ケ
条
あ
る
中
の
第

一
条
に

次
に
教
道

・
証
道
の
義
を
知
ら
ず
し
て
観
道
の
法
門
を
謂
ふ
輩
に
於
て
は
、
妙
顕
寺
の
御
門
徒
た
る
べ
か
ら
ず
一本
入
一一
壼
一上
聖
）

と
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
時
の
習
損
い
の
中
古
天
台
の
開
会
主
義
及
び
観
心
主
義
を
禁
ぜ
ら
れ
た
制
定
で
あ
る
。
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